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平成27年５月27日（水曜日）

午前10時２分開会

会議に付託された議案等

○教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経

営に関する調査

○その他報告事項

・第二次宮崎県教育振興基本計画の改定につい

て

・宮崎県立高等学校教育整備計画（中期実施計

画）について

・スーパーグローバルハイスクール（ＳＧＨ）

の指定について

出席委員（７人）

委 員 長 重 松 幸次郎

副 委 員 長 日 高 博 之

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 井 本 英 雄

委 員 中 野 明

委 員 田 口 雄 二

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

説明のため出席した者

警察本部

警 察 本 部 長 坂 口 拓 也

警 務 部 長 水 野 良 彦

警務部参事官兼
鬼 塚 博 美

首 席 監 察 官

生 活 安 全 部 長 片 岡 秀 司

刑 事 部 長 黒 木 典 明

交 通 部 長 鳥 井 宏 一

警 備 部 長 金 井 嘉 郁

警務部参事官兼
永 野 博 明

警 務 課 長

生活安全部参事官兼
神 坂 正 信

生活安全企画課長

生 活 環 境 課 長 児 島 孝 思

総 務 課 長 小 野 博

警務部参事官兼
廣 澤 康 介

会 計 課 長

少 年 課 長 藤 川 寿 治

交 通 規 制 課 長 大 野 正 人

運 転 免 許 課 長 鍋 倉 幸 次

教育委員会

教 育 長 飛 田 洋

教 育 次 長
原 田 幸 二

（ 総 括 ）

教 育 次 長
川井田 和 人

（教育政策担当）

総 務 課 長 大 西 祐 二

参事兼財務福利課長 田 方 浩 二

学 校 政 策 課 長 川 越 良 一

学 校 支 援 監 永 山 良 宣

特別支援教育室長 坂 元 厳

教 職 員 課 長 西 田 幸一郎

生 涯 学 習 課 長 恵 利 修 二

スポーツ振興課長 古 木 克 浩

文 化 財 課 長 大 西 敏 夫

人権同和教育室長 黒 木 政 信

企業局

企 業 局 長 四 本 孝

副 局 長
梅 原 裕 二

（ 総 括 ）

副 局 長
満 留 康 裕

（ 技 術 ）

総 務 課 長 沼 口 晴 彦
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経 営 企 画 監 森 本 誠 二

工 務 課 長 新 穗 伸 一

開 発 企 画 監 上 石 浩

電 気 課 長 喜 田 勝 彦

施 設 管 理 課 長 平 松 信 一

総 合 制 御 課 長 新 見 剛 介

事務局職員出席者

議 事 課 主 事 八 幡 光 祐

政策調査課主幹 西久保 耕 史

○重松委員長 ただいまから文教警察企業常任

委員会を開会いたします。

まず、委員席の決定についてでありますが、

現在、お座りの仮席のとおり決定してよろしい

でしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、本日の委員会の日程についてでござい

ます。お手元に配付いたしましたが、日程案の

とおりでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、委員会の運営方法についてであります

が、執行部入れかえの際は、委員長会議確認事

項のとおり、10分程度の休憩を設けることに御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、御異議ありませんの

で、そのように決定いたします。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時３分休憩

午前10時５分再開

○重松委員長 委員会を再開いたします。

先般の臨時県議会におきまして、私ども７名

が文教警察企業常任委員会の委員となったとこ

ろでございます。

私は、このたび委員長に選任されました宮崎

市選出の重松でございます。一言、御挨拶を申

し上げます。

今回、初めて文教警察企業常任委員会の委員

長を拝命いたしました重松でございます。県民

の安全・安心のために皆様方としっかり議論を

重ねてまいりたいと思いますので、何とぞこの

１年間、よろしくお願いを申し上げます。

次に、委員の皆様の紹介をいたします。

まず、私の隣が日向市選出の日高副委員長で

ございます。

次に、向かって左側ですが、西臼杵郡選出の

緒嶋委員でございます。

延岡市選出の井本委員でございます。

東諸県郡選出の中野委員でございます。

向かって右側ですが、延岡市選出の田口委員

でございます。

児湯郡選出の図師委員でございます。

次に、書記の紹介をいたします。

正書記の八幡主事でございます。

副書記の西久保主幹でございます。

それでは次に、本部長の御挨拶並びに幹部職

員の紹介、所管業務の概要説明等をお願いいた

します。

○坂口警察本部長 おはようございます。警察

本部長の坂口でございます。どうぞよろしくお

願い申し上げます。

重松委員長を初め、委員の皆様方には、文教

警察企業常任委員会の委員としての御就任、ま

ことにおめでとうございます。

平成27年５月27日(水)
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また、かねてから本県警察の運営に関しまし

て、深い御理解と御支援を賜り、心から感謝を

申し上げる次第でございます。

さて、本県警察では、運営方針であります県

民の期待と信頼にこたえる力強い警察の実現の

ために、県民の皆様が安全で安心して暮らせる

社会を守るため、組織の総合力を結集し、力強

い警察活動を展開しているところでございます。

委員の皆様方におかれましても、今後とも御

指導、御支援を賜りますよう、よろしくお願い

いたします。

本日は、年度初めの常任委員会ということで、

私から執行部の紹介を行いました後、宮崎県警

察の組織について、平成27年度歳出予算の概要

等についての２項目について、警務部長から説

明させていただきます。

それでは、資料１をごらんください。

執行部名簿は建制順となっておりますが、席

次につきましては、部長を第一列に配置してい

ることなどによりまして、名簿と席次順が異な

りますので御了承ください。

まず、警務部長の水野警視正でございます。

刑事部長の黒木警視正でございます。

交通部長の鳥井警視正でございます。

警備部長の金井警視正でございます。

警務部参事官兼首席監察官の鬼塚警視正でご

ざいます。

生活安全部長の片岡警視正でございます。

警務部参事官兼会計課長の廣澤警視でござい

ます。

警務部参事官兼警務課長の永野警視でござい

ます。

生活安全部参事官兼生活安全企画課長の神坂

警視でございます。

総務課長の小野警視でございます。

生活環境課長の児島警視でございます。

交通規制課長の大野警視でございます。

運転免許課長の鍋倉警視でございます。

少年課長の藤川警視でございます。

以上が、本年度の警察本部執行部のメンバー

でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。

○水野警務部長 引き続きまして、本県警察の

組織の概要、予算につきまして御説明申し上げ

ます。

それでは、お手元に配付しております資料で

ございます。２番の宮崎県警察の組織について

のページをごらんいただければと思います。

それでは、本県警察の組織について御説明申

し上げます。

本県警察は、宮崎県公安委員会の管理のもと、

警察本部に５部24課１所４隊を置くとともに、

警察学校を附置しまして、さらに県内に13警察

署を設置しております。

この中で、警務部に施設装備課という名前の

課がございます。これは、今春に新設した課で

ございます。

これまでは会計課内で施設装備室という位置

づけで装備資機材の管理や施設整備の業務を

行っておりましたが、平成24年以降、大規模災

害に迅速的確に対応するために、県担当課と施

設装備課の新設について協議を重ねてきました

結果、本年春、課の新設が認められたところで

ございます。

それでは、警察本部各部の業務の概要でござ

います。

警務部につきましては、広報、会計、人事、

監察、教養及び福利厚生に関することなどを、

生活安全部につきましては、犯罪の予防、地域

警察、通信指令、少年の健全育成、サイバー犯
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罪や生活経済事犯等の捜査及び風俗営業、質屋

営業等の許認可に関することなどを、刑事部に

つきましては、殺人、窃盗、詐欺等に係る犯罪

捜査、暴力団、薬物、銃器の取り締まり等、組

織犯罪対策及び犯罪鑑識・科学捜査に関するこ

となど、交通部につきましては、交通安全対策

や交通規制、交通指導取り締まり、交通事故に

係る犯罪捜査及び運転免許に関することなど、

警備部につきましては、警備実施や災害警備、

警衛及び警護に関することなど、それぞれ所掌

事務としております。

また、警察署には、その下部機構としまして

交番及び駐在所等172施設を設置し、県民の安全

と平穏の確保に努めているところでございます。

続きまして、本県警察職員の定員につきまし

て、平成27年４月１日現在でありますが、警察

官が2,017名、一般職員が321名の合計2,338人で

ございます。

なお、本年春には、先ほど申し上げました施

設装備課の新設のほかに、全国的にストーカー、

あるいはＤＶを初めとする人身安全関連事案が

増加傾向にあることなどから、本部の生活安全

部、刑事部及び警察署に増員配置をいたしまし

て、人身安全関連事案対策の強化を図るととも

に、全国的に振り込め詐欺などの特殊詐欺の認

知件数、被害額がともに急増しておりまして、

本県におきましてもその対策が急務となってお

ります。したがって、特殊詐欺事件の検挙対策

及び抑止対策をさらに推進するために、捜査第

二課広域知能犯対策係に増員配置して体制強化

を図るなど、本県警察の運営方針である「県民

の期待と信頼にこたえる力強い警察」を実現す

るための組織改編を実施したところでございま

す。

以上が宮崎県警察の組織につきましての説明

であります。

続きまして、警察本部の平成27年度歳出予算

の概要等につきまして御説明申し上げます。

資料３をごらんいただければと思います。

本県警察では、平成27年の運営方針を県民の

期待と信頼にこたえる力強い警察とし、運営重

点として、「事態対処事案への迅速・的確な対応」

等の７項目を掲げておりますが、歳出予算では、

この運営重点を柱とした各種施策を実行するた

めの事業費と治安維持に必要な経費を措置して

おります。

最初に、資料３の１番であります。平成27年

度歳出予算の概要について御説明いたします。

本部の平成27年度の歳出予算額は、恩給及び

退職年金費を除きまして265億3,638万6,000円で

ございます。

この予算額は、昨年度と比べますと、人件費

につきましては、勤勉手当の支給率が0.15カ月

分ふえたこと等によりまして6,257万2,000円の

増額、人件費以外の物件費につきましては、平

成27年度予算において、国の緊急経済対策であ

る元気交付金がなくなったことなどにより、そ

の財源を利用して増額して予算を計上しており

ました交通安全施設整備事業費等が通常の予算

額となることなどにより、12億9,471万円の減額

となり、総額では12億3,213万8,000円の減額と

いうことになっております。率にいたしますと、

対前年度比で4.4％の減少となっております。

続いて、２番の主な事業について御説明申し

上げます。

それぞれの事業名の前に、○新あるいは○改と表

示しておりますが、○新は27年度の新規事業でご

ざいます。○改とありますのは改善事業、すなわ

ち既存事業に改善を加えた事業でございます。

その他、印のないものにつきましては、既存の
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事業でございます。

説明につきましては、新規事業、改善事業、

既存事業の順で説明させていただきます。

では、全体像でございます。

主な事業のうち新規事業でございますが、

（１）の「えびの警察署庁舎建設整備事業」、

それから（２）「特殊詐欺被害防止コールセンタ

ー事業」を計上しております。

まず、えびの警察署庁舎建設整備事業につき

まして、資料３の１をごらんください。

本事業の事業目的につきましては、そこに記

載のとおりでございますが、えびの警察署、築

後53年を経過しておりまして、老朽化、狭隘化

が非常に進んでおります。また、平成９年度に

実施した耐震診断結果では、「耐震補強工事が困

難で、耐震補強より改築が望ましい」と結論づ

けられております。そこで、治安基盤及び防災

活動の拠点施設としての役割を果たすために新

庁舎を建設するというものでございます。

２番でありますが、事業概要としましては、27

年度の予算額として、警察署移転建てかえとす

るための土地の購入費、造成費及び設計費で１

億3,682万4,000円を計上しております。また、

今後、平成28年度から29年度にかけて庁舎の建

設等を行い、30年度に現庁舎の解体を行うとい

う予定でございます。

なお、警察署庁舎につきましては、鉄筋コン

クリート造の３階建てを計画しております。

建てかえに当たりましては、来客用の駐車場

を確保し、また、災害発生時には応援部隊の受

け入れも可能となるスペースを確保したいと考

えております。

３番の事業効果であります。新しい庁舎では、

警察安全相談や犯罪被害者支援のための部屋を

新設する予定でございます。県民の利用しやす

い庁舎を目指し、また、耐震性を確保した災害

に強い警察署庁舎となるものと計画しておりま

す。

なお、このえびの署の新庁舎建設によりまし

て、県内全警察署の耐震化が図られることとな

ります。

続きまして、資料３の２、特殊詐欺被害防止

コールセンター事業でございます。

事業目的でありますが、現在、御承知のとお

り特殊詐欺による被害が全国的に増加しており

ます。本県においても、昨年は１人で１億円を

超える高額な被害事件が発生し、平成26年は被

害総額が３億円を超え、県民、特に高齢者にとっ

て大きな脅威となっております。

宮崎県警では、これまでにも被害を防止する

ため各種施策を実施しているものの、依然とし

て被害が発生している状況にあることから、県

民に対しまして、被害情勢に応じた即効性の高

い注意喚起を内容とするコールセンター業務を

実施するものでございます。これによりまして、

特殊詐欺に対する県民の抵抗力の強化と定着化

を図るものでございます。

事業概要、２番であります。委託事業費とし

て1,244万3,000円を計上し、財源としては、国

の「地方消費者行政活性化基金」を利用するこ

ととしております。

事業内容は、先ほど少し触れましたけれども、

県民に対するコールセンター業務を民間業者に

委託し、警察からの発生した事案の分析結果か

ら得られた情報の提供等により、被害を受ける

おそれのある人たちに対し、オペレーター３名

により、発生した事案の具体的内容に基づいた

注意喚起を緊急的かつ集中的に電話により行う

ものでございます。オペレーター１人当たり、

１日80件程度を行う計画でございます。
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３の事業効果であります。電話を受けた高齢

者等が特殊詐欺の被害防止に関する知識を得る

ことにより、意識の高揚が図られるとともに、

類似事案に巻き込まれないなど犯罪抑止の効果

もあるものと考えております。

以上が新規事業でございます。

資料３、最初の予算の資料にお戻りいただけ

ればと思います。続いて、改善事業につきまし

て説明申し上げます。

（３）（４）（５）、この３事業が改善でござ

います。「高齢者のための交通安全対策事業」、

「未来を担う少年育成のためのスクールサポー

ター事業」、「デジタル写真集中印刷処理事業」

でございます。

それでは、（３）から順に御説明申し上げます。

資料３の３をごらんください。

まず、事業の目的でございます。これも記載

のとおりでありますが、本県の高齢者の交通事

故死者数は昨年31人と、全死者数の63.3％を占

めておりまして、全国平均を上回っております。

また、近年は高齢者が加害者になるケースも増

加しておりまして、今後、高齢化社会が進展す

る中で、高齢の歩行者及び運転者双方に対する

交通安全運転意識の高揚を図るため、参加・体

験・実践型の交通安全教育を強化するものでご

ざいます。

２の事業概要であります。これまでの高齢歩

行者を対象とした交通安全教育事業368万7,000

円に今回の事業費を加えまして、総額で4,224

万3,000円でございます。

改善する事業につきましては、整備後19年が

経過して老朽化しております交通安全教育車、

「フェニックス号」と我々は称しておりますけ

れども、その教育車を更新し、車両を活用した

交通安全教育を民間業者に委託し、県下全域で

ドライビングシミュレーター等を利用した出前

型の交通安全教育を推進するものでございます。

また、あわせまして、昨年、都城地区で行わ

れました、年代に応じた技能コースで競い合い

ます「地区公民館対抗シニアドライバーズコン

テスト」の評価が高かったことから、同様の「地

区公民館対抗での高齢運転者技能審査会」を県

内10カ所の自動車学校等の教習コースを使用し

て開催するものでございます。

３の事業効果であります。参加・体験・実践

型の交通安全教育により、高齢者の方々に、加

齢による身体機能の変化を自覚していただくこ

とにより、運転中及び歩行中における交通事故

防止に対する認識の強化、意識の向上が図られ

るとともに、運転技能の向上が図られるものと

考えております。

続きまして、その次のページの資料３の４を

ごらんください。未来を担う少年育成のための

スクールサポーター事業でございます。

事業目的でございます。県内の少年非行の現

状は、刑法犯少年は減少傾向にあるものの、低

年齢化、集団化の傾向にございまして、また、

全国では、いじめに起因する自殺が相次いで発

生するなど、社会問題となっております。

スクールサポーターは、警察と学校との架け

橋として重要な役割を果たしており、これまで

問題を抱える少年への面接・指導、保護者に対

する助言、学校との情報交換等を実施するとと

もに、教育委員会等の関係機関との連絡など、

重要な役割を果たしていることから、その体制

の強化を図るものでございます。

２の事業概要であります。これまでスクール

サポーターは６名おりまして、その要する経

費1,291万円でございました。それに加えて、総

額で2,227万6,000円を計上しております。
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改善の内容でございます。現在、警察本部、

宮崎北警察署、宮崎南警察署、都城署、日向署、

延岡署の大規模警察署を中心に活動しているス

クールサポーターが６名おります。それに加え

まして、日南署、小林署、高鍋署の中規模警察

署に新たに３名増員するものでございます。

３の事業効果であります。いじめや少年非行

の問題において、スクールサポーターの配置が

なく、これまで行き届かなかった事案に対して、

よりきめ細やかな指導・助言等を行うことが可

能になり、学校、地域における少年の健全育成

が一層図られるものと考えております。

続いて、資料３の５をごらんください。デジ

タル写真集中印刷処理事業であります。

１の事業目的であります。現在、犯罪現場で

撮影する写真はデジタル化が進んでおります。

写真データの改ざんができない特殊なデジタル

カメラを使用しておりまして、フィルム写真と

同様の証拠能力が確保されております。

現在、デジタル写真を印刷するために、各警

察署に小型プリンターが整備されておりますが、

写真１枚当たりの作成コストが約24円と高価な

上、また、印刷スピードも遅いということから、

コストを低く抑え、さらに印刷スピードの速い

大型の写真プリント機を本部鑑識課に整備し、

各署とオンラインで結びまして、プリント業務

を本部で集中処理するというものでございます。

２の事業概要であります。これまでデジタル

カメラの整備費等として1,500万2,000円を計上

しておりましたが、今回、事業を組みかえまし

て、大型写真プリント機の購入費等で3,554

万6,000円を計上しております。

事業内容は、警察本部鑑識課に大型の写真プ

リント機１台、県内13警察署にデジタル写真の

データを送信するための受付機各１台を整備し、

警察専用のＬＡＮ回線を利用しましてオンライ

ンで接続し、９割の写真について、この事業に

おいて整備したプリント機によって処理するこ

ととしております。

３の事業効果であります。写真１枚当たりの

単価が24円から、この事業によって９円程度に

なることから、写真印刷費を削減できるととも

に、印刷スピードの向上が図られると考えてお

ります。

以上、３つの事業が主な改善事業であります。

再び、先ほどの資料３、歳出予算の全体像が

書いてある資料に戻っていただければと思いま

す。既存事業関係でございますけれども、（６）

（７）であります。交番・駐在所庁舎新築費、

交通安全施設整備事業費でございます。

資料３の６をごらんください。まず、交番・

駐在所庁舎新築費でございます。

事業の目的であります。交番・駐在所は、地

域住民の安全と安心の拠点である生活安全セン

ターとして、地域住民の日常生活に密着した警

察活動を行っておりますが、古い交番・駐在所

につきましては、老朽化に加えまして、来訪者

と対応するためのコミュニティースペースや駐

車スペースが狭いため、県民が利用しやすい場

所への移転建てかえを計画しているものでござ

います。

事業概要でございますが、前年度につきまし

ては、国の緊急経済対策である元気交付金を活

用して整備をいたしましたが、今年度は例年と

同様に、警察共済組合の不動産投資事業を活用

して建設することとしておりまして、予算額と

して3,390万3,000円を計上しております。

平成27年度は、えびの警察署の五日市駐在所、

延岡警察署の延岡駅交番の２カ所を移転建てか

えする予定でございます。
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事業効果でありますが、移転建てかえにより

老朽化が解消され、駐車場の確保もできるなど、

県民が利用しやすい環境が整備され、県民の平

穏な生活の確保と生命・財産の保護が図られる

ものでございます。

続いて、資料３の７でございます。交通安全

施設整備事業費でございます。

事業目的でありますが、交通事故及び交通渋

滞の状況を把握し、交通管制センターの機能向

上や信号機及び道路標識等を整備し、交通事故

の防止や交通の円滑化を図るものでございます。

事業概要としましては、前年度は、先ほど申

し上げました国の緊急経済対策である元気交付

金がございまして、それを活用して臨時的に多

くの予算を確保いたしました。しかしながら、

今年度につきましては、例年と同規模の補助事

業を実施することとしておりまして、予算額と

して７億5,934万円を計上しております。

なお、県費による交通安全施設の整備につき

ましては、６月補正予算での要求を行っており

ます。

補助事業の内容でございます。交通管制、信

号機の改良、信号機新設、また、交通渋滞を解

消し、交通の円滑化を図る必要がある場所を円

滑化対象地区として指定し、指定された場所に

ついて信号機の新設や道路標識等を整備します。

その他、災害対策及び環境負荷の低減のため、

信号機への電池式信号機電源付加装置の設置と

信号灯器のＬＥＤ化等を行うものでございます。

事業効果といたしましては、交通事故や交通

渋滞の実態に即した計画的な交通安全施設を整

備することで、交通事故の抑止と交通の円滑化

が図られ、県民の生命の保護と交通環境の向上

が図られるものでございます。

以上、長くなりましたが、説明を終わらせて

いただきます。

○重松委員長 執行部の説明が終わりました。

質疑はございませんでしょうか。

○図師委員 それぞれ概要説明をお聞かせいた

だいたわけですが、一つ、資料３の４に関して、

未来を担う少年育成のためのスクールサポータ

ー事業、この取り組み内容はすばらしいと思い

ますし、もう既に６名の方が配置されておられ

て実績を上げられていることと思います。

いじめ防止対策推進法に関しての事業展開と

いうことなんですけれども、同じく教育委員会

には、いじめなり引きこもりなり、学校だけで

はなくて、家庭や地域の環境改善を図るための

専門員としてスクールソーシャルワーカーとい

う専門職がいらっしゃいます。このスクールソ

ーシャルワーカーとスクールサポーター事業と

の連携内容を教えてください。

○片岡生活安全部長 スクールサポーターとス

クールソーシャルワーカーの連携状況でござい

ますけれども、まず、スクールサポーターは非

行防止と健全育成がメーンとなります。それか

ら、教育庁所管のスクールソーシャルワーカー

につきましては、家庭環境に対する対応がメー

ンと聞いております。ただ、お互い重複する部

分もございますので、現場で連携しながら、家

庭環境に問題がある生徒を対象として行ってい

るスクールソーシャルワーカーとも連携を図っ

ているほか、あるいは学校警察相互連絡制度と

いうのがございますけれども、学校側から警察

にいろんな情勢の連絡がある、あるいは警察か

ら学校に対していろんな情勢の連絡等をやって

おるというような相互の情報交換等もやってお

ります。

○図師委員 生徒を取り巻く専門職とか、また、

ＰＴＡとか地域の民生委員の方とか、そういう
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定期的な連絡協議会というような内容は開催さ

れているんでしょうか。

○片岡生活安全部長 関係機関が集まっての学

校警察連絡協議会、通称、学警連というのがあ

りますけれども、これを年に数回開催しており

ます。

○図師委員 実は、スクールソーシャルワーカ

ーの方々とは定期的に意見交換させていただい

ておるんですが、なかなか今、県の単独事業に

なりまして活動の領域が狭まってきているとい

う話も聞いております。あわせて、連絡協議会

の内容がすごく形骸化してしまっておりまして、

うまく連携がとれてないという意見も聞いてお

ります。

この事業の内容はすばらしいと思いますので、

今後もその成果が、より効果的に上がるために

も、縦割りで動くんではなくて、ぜひ共同歩調

で、例えば１人のケース、１人の子供に対して

も２人で、例えばスクールサポーターの方とソ

ーシャルワーカーの方が同時に訪問されるとか、

学校の教員ももちろんなんですけれども、地域

の方との情報交換の場を持たれるとか、そうい

うあらゆる角度からの支援をしていただければ

と思います。

あともう一つ、川南にはコミュニティーワー

カーという、そういう引きこもりの方なり、こ

れは子供だけじゃなくて地域の高齢者、単身世

帯の方へのフォローもするんですが、そういう

コミュニティーワーカーという方もいらっしゃ

います。それらの方々との連携をとられると、

さらに効果的な活動になられるんだろうなと思

います。これは要望として。

最後、資料３の７のところでありました各種

交通安全施設の整備事業についてなんですけれ

ども、私のところにも、地域の信号機やガード

レールの設置、また、通学路の歩道整備等々の

さまざまな要望が来るわけなんですけれども、

なかなかその要望が即座に応え切れないという

のも事実なんですが。実際、信号機の設置なり

の要望が、今どれほど積み上がってて、年間ど

れほど、それを消化していかれてるのか、その

実態がわかれば教えてください。

○鳥井交通部長 信号機の設置要望につきまし

ては、昨年だけでも400件近くの設置要望が来て

おります。その中で、県内信号交差点というの

は2,380カ所あるわけなんです。当然、要望に応

じて設置するのが一番望ましいんですけれども、

しかしながら、限られた予算で進めておるとこ

ろです。

また、2,380カ所に信号交差点があるというこ

とは、信号柱が最低でも４本、５本、１万本近

く立っておる。これもコンクリート柱ではちょっ

と強度が弱いということで、25年経過したコン

クリート柱を順次、鋼管柱にかえたり、限られ

た予算の中で、そういったインフラ面も改善し

ていかなければならないということで、昨年は

信号機、県内に12基の予定でしたけれども、１

基、ことしにずれ込みましたので11基。ことし

も、いろんな限られた予算の中でということで12

基を新設することとしております。

確かに要望等が多いわけですので、要望が実

現しなかった場合は、自治体の皆さん、そこの

地区の皆さんに対しては、本部・警察署で丁寧

な説明を行いまして理解を得ているところであ

ります。

○図師委員 よく理解できました。

あと、今、歩車分離型の交差点がふえておる

と思うんですが、感想としては、もちろん通行

人の安全確保には効果を上げてると思うんです

が、逆に交通渋滞を招いているところもあるよ
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うにも見受けられます。これ、歩車分離の交差

点にするための基準とか、今後の予定というの

がどれぐらいあるのか、わかれば教えてくださ

い。

○鳥井交通部長 歩車分離は、歩行者と車を全

く区別するということで、私の記憶によれば、

県内70カ所ほど、もう整備が進んでおるところ

です。

メリットとしましては、今、委員のほうから

御指摘がありましたように、車と歩行者が全く

分離するわけですので歩行者との事故が減る。

実際、歩車分離の箇所では減少傾向を示してお

るところです。

しかしながら、デメリットが、従来の信号で

あれば、十字路交差点であれば、主道路が青の

場合は赤という２パターンだったのが、歩行者

が完全に歩行できる３パターンにふえておりま

すので、確かに交通量の多いところでは渋滞を

招くというデメリットも生じておるところです。

その辺を考慮しながら、事故の発生状況、渋滞

の状況とか、その辺を考慮していくこととして

おります。ですから、※１日の通行量が１万台を

超えるような交差点は望ましくないと判断して

おるところです。

○緒嶋委員 えびの警察署、これはもう53年が

経過しておるということで建てかえというのは、

当然のことだと思うんですけれども。私は林活

議連の会長をしているんですが、木質化、公共

施設は、３階以下はできるだけ木造でつくれと

いうことを我々は言っておるんですけれども、

警察署というのは特殊なところでもあるし、鉄

筋でつくられた、これはもう当然だろうと思い

ますが。できるだけ県産材を使った木質化で、

警察署で安らぐというとちょっといろいろある

と思いますけれども、できるだけ温かみのある

ような警察署にしてもらいたいという思いが我

々は強いわけですが、このあたりの配慮はして

いただけますか。我々は、知事部局にも強く要

請をしたいと思います。

○水野警務部長 警察署の庁舎につきましては、

先ほど御指摘もございました、やはり警察活動

を行う場所ということでございますので、木質

化といいましょうか、県産材を全て全体に利用

するというのはなかなかいかない部分もあるわ

けでございます。特に、地震などの災害時でご

ざいます。その際には、やはり防災の拠点とし

て機能するために、どうしてもコンクリートの

ようなしっかりした素材を使うということが求

められるところもございますので、今までの警

察署の庁舎につきましては、構造としては鉄筋

コンクリートづくりということでやらせていた

だいております。えびの警察署につきましても、

先ほど申し上げましたけれども、鉄筋コンクリ

ートづくりの３階建てを予定しております。た

だ、施設の基本的な構造のところは別としても、

そうじゃない部分で、御指摘のあった木質化の

ような形につきましては積極的に、できる限り

取り組んでまいりたいと思っております。

また、警察署はそうですけれども、交番や駐

在所につきましては、御承知かもしれませんけ

れども、基本的には木造のような形で県産材を

利用して建築しているということで今までも取

り組んでいます。そういった点で、できる限り

警察活動に支障がない形で県産材を利用してい

くということは我々も取り組んでいるところで

ございます。

○緒嶋委員 ぜひ、そういうことで進めていた

だきたいと思います。

かつて、私が警察の委員会をしておったとき

※17ページに発言訂正あり
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に高岡警察署が浸水したことがあったんです。

耐震化されたということですけれども、あの場

所で浸水すれば、耐震化されても機能を発揮で

きんわけです。そういう点では、高岡警察署と

かいうところは将来的に移転するとか、いろい

ろ考えざるを得ないのかなと思うんですけれど

も、そのあたりのことは、今後、配慮はされて

おるわけですか。耐震化が終わるから、しばら

くは新築はできないとか移転はできないとかと

いうことになるわけですか。

○水野警務部長 警察署の整備計画についての

御指摘だったかと思います。建てかえにつきま

しては、先ほど申し上げました耐震も一つの要

素ではありますけれども、やはりこれは老朽化、

狭隘化に伴って業務に支障を及ぼさないという

ことが必要かなと思います。委員の御指摘も、

まさに警察はもっとしっかりせよというための

拠点整備をせよという御指摘かと思います。こ

れにつきましては、県当局との協議もございま

して、なかなかうまくいかない点もございます。

具体的な整備計画として何署を建てかえるとい

うのは今の段階ではございません。ただ、国の

公共施設の長寿命化の方針とかいろいろござい

ますので、県ともよく相談をしながら、そうい

う業務に支障を及ぼすようなことがあれば、建

てかえについての協議をしっかりと県当局と

行ってまいりたいと思っております。

○緒嶋委員 もう一つ、私は高千穂ですけれど

も、日之影の駐在所が新築されたんですけれど

も、物すごく利便性が悪いです。町民が、どこ

に駐在所が新しくできたかわからんようなとこ

ろにできとるわけです。進入しにくいとか。

それだから、部長が言われたのですが、生活

安全センター的な発想というのはいいことだけ

れども、実際の場所を、同じ場所で、やむを得

んで、そこにつくられるのはまだしも、移転さ

れる場合は、生活安全センター的なものを含め

て─派出所の便利がよいというのは、いろい

ろ意味があると思うんですけれども─やはり

そういうところを十分配慮しなければ、町民が、

どこに駐在所ができたかもわからんようなとこ

ろにつくっても、これはかえって駐在所が避難

してるじゃないかというような感じに受け取れ

るようなところにつくってはどうしようもない。

相当検討されて場所の選定をされんと、私は、

何のためにつくられたのか、つくられた意味が

わからないというような気がしますので、やっ

ぱり十分検討して、一回、警務部長も見てくだ

さい。私は、日之影の場合、何でこういうとこ

ろにつくったのかなと言っておるんですけれど

も。そういうことを十分検討した上で、誰が見

ても納得できる場所につくるというのが大事だ

と思いますので強く要望しておきます。そうい

う場所に、いいところにつくっていただきたい

ということで。

○井本委員 スクールサポーターですが、これ

はなかなかいい制度でしょうけど、どういう方

を選んでるのか、その選出方法なんかは、どん

なやり方をしてるんでしょうか。

○片岡生活安全部長 本県におきましては、ス

クールサポーターについては、全員警察官ＯＢ

がついております。非常勤職員として勤務して

おります。

○井本委員 それは誰が選んでるの。どんなふ

うに選んでるの。

○片岡生活安全部長 まず、スクールサポータ

ーが警察職員ＯＢであるという理由であります

けれども、犯罪から子供を守るための対策に関

する関係省庁連絡会議というのがありまして、

この中で少年の非行防止、立ち直り支援とか学



- 12 -

平成27年５月27日(水)

校等における児童の安全確保等につきまして、

退職警察官、その他専門知識を有する人材とさ

れておることから、警察官ＯＢが今、スクール

サポーターについております。その採用につき

ましては、非常勤職員でありますので県警本部

の人事のほうが適任者を見つけてきまして、あ

るいはみずから応募もあるかと思いますけれど

も、その中で過去の勤務経歴とか活動経歴とか

を見ながら採用することになると考えておりま

す。

○井本委員 もうちょっと審査をせんと、単な

る天下り先という感じがするよね。やっぱり本

当にいい人材を確保するためには、もうちょっ

と公的な審査機関というか、そういうものを通

して選ぶというようなことが必要じゃないかと

思うんだけれども、その辺はどうですか。

○片岡生活安全部長 委員がおっしゃるとおり、

過去の勤務経歴とか本人の活動意欲とかも見な

がら適任者を採用して、しっかりスクールサポ

ーターの目的が達するようにしていきたいと考

えております。

○井本委員 水かけ論みたいな話になるけど、

ともかくいい人材を、やっぱり誰が見ても立派

ないい人だと言われるような、教育委員会とも

連絡を緊密にしないといかんわけですから、単

にＯＢの天下り先とはもちろん考えてはいない

と思うけれども、いい人材をしっかり選ぶため

に、一工夫、二工夫、私は必要な気がするんだ

けれども。警察本部長は、それをどんなふうに

考えていますか。

○坂口警察本部長 ただいま委員のほうから大

変ありがたい御指摘をいただきました。今後、

より心がけてまいりたいと思います。

ただ、現状を若干御説明させていただきます

と、スクールサポーターというのは６名しかお

りません。本年度３名増員して９名になります

けれども、いずれの人も一人で多くの学校を担

当して、もう本当に走り回って汗だくでやって、

涙ぐましい努力です。これは、とてもではあり

ませんが、天下りっていうのと毛頭イメージが

違うような激務でございます。非常勤職員でも

ありますので報酬も必ずしも高くはありません。

ですので、本当に現役のころと変わらないよう

な、自分や家庭を犠牲にしてでも地域のために

という仕事ぶりでございますので、決して世間

に誤解を招くようなものではないと考えており

ますが、御指摘もまさしくそのとおりでありま

すので、引き続き熱心で優秀なすばらしい人材

を確保できるように努めてまいりたいと思いま

す。

○井本委員 よろしくお願いします。

それからもう一つ、信号機の件で、今度の予

算を見ると、前年度のちょうど半分以下です。

何でこんなふうになるのかなという感じがする

んだけれども、何か大きな理由があるんですか。

○鳥井交通部長 昨年は、元気交付金、臨時交

付金ということで４億6,000万を活用させていた

だいて、いろんな交通安全施設の整備拡充を図っ

たところです。ことし、４億6,000万はございま

せん。ただ、今後、６月の補正で県の単独予算

は肉づけ予算ということでさせていただきます

ので、これよりはふえるものと、計画的に進め

ていきたいと思っております。

○井本委員 今後、予算が恐らく減っていくだ

ろうと思うんですけれども、信号機のかわりに

なるような、要するに、安全に、事故が起きな

いような、そういう工夫ができればいいわけで

す。だから、金をかけんでも、何かそういうア

イデアがあればいいがなと思うわけです。

だから、例えば、パトカーの上についてるあ
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の赤いランプは、皆がびっくりするわけです。

あんなものを自分たちのところで据えつけてい

いものなのか。赤いランプは勝手につけちゃい

かんとですか。

○鳥井交通部長 よくガソリンスタンドとか、

いろんなところで見かけるところですけれども、

あれも、勝手にといいますか、県民の皆さんの

判断で個別につけていただくと、いろんな標識

の効能を失ったりとか屋外広告物の関連等もご

ざいますので、つけられるときは、ぜひ御相談

いただければと考えております。

○中野委員 まず、スクールサポーターですけ

れども、本県は悪質ないじめがあるかないか、

表面はわかりませんけれども、おかげで殺人と

か、そこまでいってないようですけど。この実

績としては、例えば、各警察署ごとに一人配置

して、解決したり解決せん分もあったりして、

大体年間の担当した件数というのはどれぐらい

あるもんですか。

○藤川少年課長 スクールサポーターは、昨年

まで６名でしたので、６名の活動内容ですけど、

相談とか助言などがトータルで1,222件、学校と

の情報交換等が2,730件、教室の支援活動、いわ

ゆる校内環境が悪化しているところに対する、

例えば駐留警戒でありますとか、そういう支援

活動が123件、その他のパトロール活動等、会議

とか入れまして、全部で5,220件ほどの実績と

なっております。

○中野委員 わかりました。これは、普通は学

校からの連絡のみでそういう対応をするんです

か。

○片岡生活安全部長 スクールサポーターの派

遣については、学校側からの要請に基づいて行

く場合ももちろんありますけれども、スクール

サポーターがみずから学校訪問して、もちろん

身分を明らかにして、いわゆる指導の担当の先

生と連携しながらいろんな活動は自主的に行っ

ております。

○中野委員 そうなると、このスクールサポー

ターというのは、一般的には余り顔は知られな

いほうがいいんですか、どうなんですか。私は

初めて知って。いろんな卒業式、入学式に行く

んです。普通はこういう制度があるっていうの

は、一般父母がどれぐらい知ってるのかなと思

うんです。だって、私は高岡警察署ですけど、

高岡警察署に電話すればこういう人に相談でき

るのかなという、そんなのを初めて聞いたんで

すけど、余り顔が見られんほうがいいのか、そ

こら辺はどうなんですか。

○片岡生活安全部長 現在、中規模署以上にス

クールサポーターが配置されておりまして、高

岡につきましては、宮崎南警察署に配置のスク

ールサポーターが南署管内と高岡管内を受け

持っているという形になっております。

顔が売れるかどうかにつきましては、ちょっ

と何とも言いようがないと思っておりますけど。

○中野委員 わかりました。何かそういう制度

が一般に知られたほうがいいのか。卒業式、入

学式がありますから、そういうときに順番で顔

を出すとかもあるかなと思ったり。私は基本的

には、やっぱりいじめは学校でしっかり対応す

るのが当然だと思うんですけど、そこで手に負

えないんだと思うんですけど。

それともう一つ。オレオレ詐欺、詐欺の問題

ですけど、本当にあの手この手で、次から次に、

よう来るもんだと思うんですけど。このコール

センター事業、被害を受けるおそれのある者に

対しという、１人でおおむね80件となると、こ

れは土日を除いてという話になるのか。そうなっ

た場合に、先ほどの説明では、これまで被害に
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遭いかかった人とか何とか、そういう関連の説

明があったと思うんですけど、私はそんな人は

かなり魂がいっちょったんじゃないかなと思う

んですけど、「おそれのある者」に、この定義は

どうなのか。逆に、オレオレ詐欺と間違われて

電話を切られたりするんじゃないかと思います

けど。

○黒木刑事部長 被害を受けるおそれのある人

の定義だと思うんですけれども、一応、今考え

ておりますのは、コールセンターからオペレー

ターが直接、近隣の高齢者を中心として電話を

最初からしていくんですけれども、まず第一次

的には、今、過去３年以内の事件で検挙した中

で、犯行グループを検挙したときに捜索差し押

さえをするんですけれども、そのときに押収名

簿がありまして、当然、犯行グループは名簿に

基づいて全国に電話をしておりますので、押収

名簿に登載されてる宮崎県に居住する方が約１

万名ほどいますので、まずは、その方へ最初に

コールセンターから電話をして、最近の新しい

手口とか、その防止方法、それについてしっか

り広報、啓発を図っていきたいと考えておりま

す。

なおかつ、１万件が終わった場合、では次に

どうするかといいますと、県内の方ですけれど

もハローページに約20万弱の電話番号が載って

ますので、その中で高齢者の可能性がある、片

仮名で名前が書かれた方に、まずは優先的に電

話をかけていこうと考えております。

また、その中で、先般、延岡とか都城で、今

度は地区を集中してアポ電がかかっております

ので、そういうときにはその地区を中心として、

今度はオペレーターが、３名おりますけれども、

集中的に電話をしていくと、そのように事業と

しては考えております。

○中野委員 もう１件。それと、さっきから交

通信号が出てます。いろんな要望があるんです

けど、従来の信号機がＬＥＤにかわるところが

あります。あれだったら、それで今までもっとっ

たんだから、新規のところにつけてもらったほ

うがいいかなと思うんですけど、あれはどうい

う理由で、もう寿命が来てるということですか。

○鳥井交通部長 今、委員が御指摘のとおり、

ＬＥＤの信号機というのは疑似点灯といいます

か、夕方なんかに太陽と重なっても疑似点灯が

発生しないということと、普通の電球の信号機

というのは１年に１回、交換してるんですけれ

ども、非常に寿命が長いと、６年ぐらい、電気

料も※６分の１ということで、順次ＬＥＤの灯火

にしておるところです。県内2,380基のうち約４

割をＬＥＤ化しておるところです。原則として、

新設の信号交差点についてはＬＥＤで対応する

ようにはしておるところでございます。

○中野委員 じゃあ、従来のやつは、１年に１

回は交換しとったということですか。その予算

もこれに入ってるんですか。

○鳥井交通部長 骨格予算、肉づけ予算、今度、

６月補正でしていただきます。維持費という観

点から、それに含まれておるところです。

○田口委員 オレオレ詐欺、特殊詐欺の件でち

ょっとお伺いします。先ほどの電話先というの

は私も聞きたいと思ってたんですが、先ほどで

話がわかりましたからそれでいいんですが。

昨年度の予算の中で電話機の自動録音機とい

うのがあって、これは効果が高いので警察のほ

うで用意して要望者に貸し出すという話がござ

いました。今の貸出状況と効果はどのようであっ

たのかを、ぜひ教えていただきたいと思います。

○黒木刑事部長 自動録音機ですけれども、こ

※17ページに発言訂正あり
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れは50台しかありませんので、50台全て設置を

しております。

この効果といたしましては、この自動録音機

は、犯行グループから電話があれば、オレオレ

詐欺等の事件に関して録音させていただきます

ということが、最初に、テロップで相手に流れ

ますので、ほとんどもうそれで、録音されます

ので、その後、もう電話は、詐欺のそういう手

口の手法はされてなくて、設置されてるところ

は向こうが自動的に電話も切っております。で

すから、今は50台ですから、今後は、これを県

民の方に効果が非常にありますよということを

啓発をしていって、できたら皆さん、高齢者の

の方は自費で買っていただければと思って今、

啓発を進めておる、非常に効果はあるというこ

とで報告したものです。

○田口委員 今のお話ですと、その50台の中に

そういう電話がかかってきて、明らかにそうだ

というやつが、切ってる事例があると思ってい

いわけですか。

○黒木刑事部長 そのとおりでございます。

○田口委員 去年、私、議場でもこの質問をし

たときに、たしか１台１万円ちょっとぐらいだっ

て聞いたもんですから、そんなに高くないので、

それで何百万円も防げるなら、皆さん、買った

ほうがいいですよというようなことも話をした

ところだったんですが、そのときには、まだ製

造が間に合わないというようなことの話を聞い

ていたんですけれども、今は少し余裕が出てき

たんですか。

○黒木刑事部長 承知しておりませんけれども、

もう今は、製造が間に合わないという状態では

ないと承知しております。１台が１万2,800円で

ございます。留守電をつけるのが一番いいんで

すけれども、これはテロップでそういう警戒信

号が相手に送られますから、非常に効果がある

ということで報告をしております。

○日高副委員長 ３の１、庁舎の建設整備事業

に関するものなんですが、これは関連の質問に

なってしまうんですが、例えば地域で避難訓練

とかするときに、警察の建物を地域と一緒に交

わって避難所としての避難訓練等を行えるよう

な体制がとれるのかという点が１つと、もう一

つが、例えば、えびの警察署が移転をされると

いうことで、新しい土地を求めてそこに建てら

れるということなんですが、もとあったところ

は解体なら解体をして多分更地になっておると

思うんですが、これは一般財源予算ということ

で、その土地の所有はどうなるのか。また、今

後どういった展開になるのか。一般的なところ

でいいんで、特に元日向署もそのままになって

いるんです。町の中心街にあったんですが、ずっ

と更地になっていて、もうどうしようもない、

どうするんだろうと言われてるんですが、その

辺につきましてもお伺いしたい。

もう一つが、デジタル写真集中印刷機なんで

すが、これはちょっとニュアンスが違えば違う

でいいんですが、例えば犯人とかが車で逃げる

と。そしたら、写真って、ぱって写ります。今

まで一回、事例としてあったのが、自殺をされ

ると。遺書があって、もう車は置きっ放しで、

多分みんなそこで捜索してると。ところが、後

から、夕方ぐらいに警察のほうから連絡があり

まして、車が印刷機で写ってたから、多分そこ

では自殺はしてないと、ほかのところに逃げた

んだっていう話で捜索打ち切りになったんです。

そのスピードが速くなるということでよろしい

でしょうか。その辺についてお願いします。

○金井警備部長 一番先に災害拠点の関係とい

うふうに伺っておりますんで、それについて回
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答させていただきますけれども、警察署、交番

等は一時的には避難場所になると思ってます。

ただ、安全な場所に避難するというのであれば、

大きな建物ということになります。ただ、それ

が恒常的な避難場所ということはちょっと難し

いものがあると思います。というのが、警察署、

交番は防災の拠点になりますので、避難された

方たちが、そこで生活していただくことはちょっ

と難しいものがあろうかと思ってますので、そ

の点につきましては、第二次的な、市もしくは

自治体等の避難場所が必要になろうかと思って

おります。ですから、一時的には避難場所にな

るものであるとは認識しておるところでありま

す。

○水野警務部長 先ほどの件は警察署等の公共

用地についての質問だったかと思います。それ

ぞれ警察署もいろんな所有権関係がございまし

て、土地については、えびの署についてはえび

の市の所有でございまして、市の市有地でござ

います。したがいまして、建てかえをした際に

は市にお返しするということになるかと思いま

す。

また、日向署につきましては、御指摘のとお

り、今、更地になっております。これにつきま

しては日向市のほうでしょうか、たしかその土

地の利用についての関心を示していただいたよ

うな話もございましたので、これにつきまして

は県の用地でございますけれども、県の財産の

性格を変えるとかいうような管財の措置をとっ

た上で、もし市が購入していただけるようであ

れば市のほうに買っていただくというような流

れになります。いろんなケースがございますの

で一概にはこれというものはございませんけれ

ども、跡地の活用についてはしっかり活用して

いただけるように、こちらとしても検討してい

るわけでございます。

○黒木刑事部長 デジタル写真につきましては、

あくまでも現場で撮られた写真をＬＡＮ回線を

通じて送るということで、現場から直接、実況

で送るものではございません。

○日高副委員長 避難所の話は、日向のことな

んですが、たしか建物が５階建てぐらいですの

で、結局、大津波が来たときに、あそこは避難

所になるんです。例えば、実際来たときに逃げ

ようと思っても、鍵がかかってた、どこに逃げ

ていいかわからないっていうことではなかなか

厳しい部分が、あるんじゃないかなと若干思っ

たもんですから、その辺についてちょっと質問

してみました。

それと、土地なんですが、例えば、これ市が

興味を示しているっていうんですけど、民間が

こういう土地が欲しいと、民間のほうが建てた

いということであれば、そういう話もありなの

かという点をちょっとお聞きしたいと思います。

○水野警務部長 本件については、具体的に日

向市については日向市からのお話だけでござい

ますので、日向市との売却に向けての協議とい

うことになるかと思います。

その他につきましては、購入される方、手を

挙げる方がいらっしゃれば、当然、民間の方で

も売却させていただくということがあるかと思

います。広い土地でございますので、個人の方

が買われるのはなかなか難しいかもしれません

けれども、場合によっては、もしそういう土地

があれば民間の方にもお売りするということに

なるかと思います。

済みません、それから訂正でございますけれ

ども、順番でございますけれども、まず、官公

庁のほうで御利用される方はいませんかという

ようなお話を申し上げて、そちらのほうでお買
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い求めになられる方がいらっしゃらなければ、

民間の一般の方に御購入の意思があるかという

確認をするというような形で流れが進んでいく

ということでございます。

○日高副委員長 それは期間があるんですか。

例えば、学校財産だったら５年間は据え置きだ

とかありますよね。これについては、すぐ来年

でもっていうようなときは期間というのはない

のか、あるのかっていう。

○水野警務部長 済みません。何カ月、公募し

てるとか、そういう手続の詳細は、ちょっと私

も手元にないもんですからわからんですけれど

も。期間はないそうでございます。済みません。

○鳥井交通部長 補足と訂正をさせていただき

ます。

まず最初に、歩車分離式信号につきまして、

県内、現在72カ所の交差点に歩車分離式信号を

導入しております。本年度は３カ所に歩車分離

式を設置予定でございます。

なお、私、設置基準の際、交通量が１日１万

台を超えるところは好ましくないというような

発言をいたしましたけれども、交通量等のそう

いった設置基準等はございません。おわびと訂

正をいたします。

また、ＬＥＤ式信号灯器の電気料につきまし

て、従来の電球式の６分の１とお答えしました

けれども、正確には12分の１というのが正解で

ございました。おわびと訂正を申し上げます。

○田口委員 きょうの報告事項等には入ってな

い件ですが、先日、延岡の緑ヶ丘というところ

でコンビニ強盗がございました。ここは、３年

前ぐらいだったと思いますが、そのときにもあっ

て、たしか包丁を持った犯人が逃走したと。実

は、今回のこの事件があって、また私に要望が

あったのが、そのときに地区の住民とか区長や

学校、それからＰＴＡ等に対しまして何の報告

もなくて、朝のニュースを見てびっくりしたと。

子供たちの安全も考えて、どうしようというこ

とで慌てて交番に行って状況を教えてくれんか

と言ったけれども、お話しできませんというこ

とで、マスコミにはしゃべっているのに何で俺

たちには話してくれんのかと非常に憤って、子

供たちの安全をどうしたらいいんだと。結局、

親が一緒についていったりとか、いろいろ対策

を練ったらしいんですが。今、そういう事件が、

例えば夜中にあった場合に、今回のそのコンビ

ニは学校のすぐ近くなんです。そういう場合の

区長さんとか、あるいは学校に対する報告とか、

あるいはＰＴＡ等に対する報告とかいうのは、

集団登校してくださいとか、親が同行して学校

へ行ってくださいとか、今、何かそういう対策

はあるんでしょうか。

○黒木刑事部長 基本的には、やはり近くに学

校とかあれば、当然学校とか、そういう地域の

区長さんあたりも連絡することが重要かと考え

ております。ただ、今回、それをしたかどうか

については、ちょっと今、ここでは把握してお

りませんので回答できませんけれども、今後も

しそういうことがあれば、一次的には区長さん、

学校、また、いろんな関係先に御連絡して、住

民の安全安心の確保を図っていきたいと考えて

おります。

済みません。今回の発生時には、学校と教育

委員会には連絡をしたということでございます。

○田口委員 学校のほうには連絡はされたとい

うことですね。それは地区のほうにはあんまり

連絡はしなくてもいいということなんでしょう

か。例えば、犯人が逃亡した場合にはいろんな

ことが想定されるわけですけれども、近くにおっ

た場合には、例えば区長さんのところに連絡と
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いうこともぜひ必要ではないかとは思うんです

が、今後、ぜひともそれを検討していただきた

い。

○黒木刑事部長 マスコミ、広報と同時に、今

後は地区住民の方にも積極的に広報を図ってい

きたいと考えております。

○緒嶋委員 話題性がある、例のドローン。そ

れは宮崎県としても、やっぱり安全なことを確

保するためにも場所の規制とか、これは条例と

か法律とかあると思うんですけれども、警察と

しては、この問題について何らかの検討はされ

ておるわけですか。

○金井警備部長 今週末に皇太子が行啓になら

れるんですけれども、それを含めまして、現在、

管理者対策ということで敷地内では飛ばさない、

危険が及びますので飛ばさないという管理規程

に基づいてやっておるところでございます。た

だ、これを飛ばしてはいけないとか、飛ばした

ら犯罪になるというのは全く規制もございませ

んので、ただ、危険防止のためにしっかり対応

はしたいと思っております。

それと、現在、周辺で、もし飛ばそうという

人がおられたときには、説得して飛ばせないよ

うに、そういうふうに考えてます。ただ、意図

的に業務を妨害しようとか、そういうふうに意

図的に飛ばす方がおれば、それは刑事的に触れ

れば、それは検挙になると考えております。

○緒嶋委員 今後において、そのときそのとき

でいろいろ規制をかけるということではなくて、

恒常的に、やっぱり条例とか、いろいろなそう

いう基準をつくって何らかの対策を立てるとい

うことが、今後において必要ではないかと、長

い目で。それは、ドローンはメリット・デメリッ

トがいろいろあるわけです。そういうことを含

めて、やっぱり考えておく時期が来るんじゃな

いかなという気がするんですけれども、将来に

ついての、そういうものについての対応、これ

は国のほうでもいろいろ法律的なものが出てく

ると思うんですけれども、県としては、警察と

いう立場では、今後のことについては、そこま

では、今のところ何も考えてないということで

すか。

○坂口警察本部長 委員が御指摘のとおり、現

在、国におきましては、国土交通省を中心に航

空法との関係、その他関係法令との関係を早急

に詰めるということで、太田大臣なども大変積

極的に御答弁されてると承知しております。

この中で、都道府県においてどのようなこと

をすべきか。特に、警察が何をすべきかという

ことについて、今のところ具体的に何かという

話は出てきてございませんが、県警としまして

も、当然、県民の安全安心を守る上で必要な話

ですので、必要な貢献なり検討なりというもの

に協力してまいりたいと思っております。

○緒嶋委員 やはり、そういう県民の安全安心

という視点を、警察というのはそういうものが

一つの大きな職務でもあるわけですので、そこ

辺は将来を考えながら、どうあるべきかという

のは十分検討する必要があるんじゃないかと思

いますので、それこそ検討していただきたいと

いうふうに思います。

○井本委員 マイナンバー制度が今度、始まり

ますけど、これは警察としては積極的に取り入

れて捜査をしやすくするというような方向性に

なっとるわけですか。

○坂口警察本部長 マイナンバーにつきまして

は、国民の皆様のプライバシーの懸念というの

は非常に大きくて、センシティブで重要な問題

であると警察でも考えております。警察が、こ

れを捜査などの警察活動に積極的に使うのかと
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いうと、そういうことは一切ございません。国

民の監視といいましょうか、把握といいましょ

うか、そういうことについて警察がこれを活用

するということは一切ございません。ただ、個

々の事件の中で、例えば捜査をしている中で、

ある人のマイナンバーを知る必要があるという

ようなことがもしあれば、そのときは、その人

の例えば銀行預金を調べるとか、電話の通話歴

を調べるというのと同じような意味でマイナン

バーについても調べるということはあり得ます

けれども、それ以上に何か網羅的にとか制度的

に、国民のそういうものを警察が把握するとい

うようなことは一切ございません。

○重松委員長 ほか、ございませんか。よろし

いですか。

最後に１点だけ、私のほうから。交番・駐在

所の新築工事につきまして、今までもずっと言っ

ておりましたか、ぜひとも、ＡＥＤの設置を交

番のほうにも駐在所にも検討をお願いしたいな

と思っております。

それでは、以上をもって警察本部を終わりた

いと思います。執行部の皆様には御苦労さまで

ございました。

暫時休憩いたします。

午前11時20分休憩

午前11時25分再開

○重松委員長 委員会を再開いたします。

先般の臨時県議会におきまして、私ども７名

が文教警察企業常任委員会委員となったところ

でございます。

私は、このたび委員長に選任されました宮崎

市選出の重松でございます。一言、御挨拶を申

し上げます。

このたび、初めて文教警察企業常任委員会の

委員長を拝命いたしました重松幸次郎でござい

ます。教育力向上のため、また、スポーツ競技

力、また、県民福祉の向上のため、この１年間、

しっかりと皆様方と議論をして取り組んでまい

りたいと思いますので、どうぞよろしくお願い

申し上げます。

次に、委員の皆様を紹介いたします。

まず、私の隣が日向市選出の日高副委員長で

ございます。

次に、向かって左側ですが、西臼杵郡選出の

緒嶋委員でございます。

延岡市選出の井本委員でございます。

東諸県郡選出の中野委員でございます。

向かって右側でございますが、延岡市選出の

田口委員でございます。

児湯郡選出の図師委員でございます。

次に、書記の紹介をいたします。

正書記の八幡主事でございます。

副書記の西久保主幹でございます。

それでは、教育長の御挨拶、幹部職員の紹介

並びに所管業務の概要説明をお願いいたします。

○飛田教育長 おはようございます。教育委員

会でございます。教育長を拝命いたしておりま

す飛田でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。

初めに、おわびを申し上げます。

職員の服務規律の遵守につきましては、繰り

返し、厳しく指導をしてきたところであります

が、去る５月22日に、中学校教諭による児童生

徒へのわいせつ行為につきまして免職、県立学

校職員による横領につきまして停職６カ月の懲

戒処分を行いました。免職といたしました中学

校教諭については、処分日、同日に県警より逮

捕されております。

教職員によるこのような非違行為は極めて遺
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憾なことであり、県民の皆様や委員の皆様の信

頼を大きく裏切ることになりましたことを心か

ら申しわけなく思っております。深くおわびを

申し上げます。まことに申しわけございません。

県教育委員会といたしましては、このような

事案が発生しましたことを厳粛に受けとめてお

り、職員一人一人の倫理意識をさらに高め、不

祥事を防止するための取り組みを粘り強く行う

ことにより、本県教育に対する信頼回復に努め

てまいりたいと考えております。

委員の皆様には、引き続き御指導、御鞭撻の

ほどをよろしくお願いいたします。

これから後は、座って説明をさせていただき

ます。

概要説明に入ります前に、１点御報告をさせ

ていただきます。

去る２月県議会におきまして、2026年、平成38

年の「第81回国民体育大会」と「第26回全国障

害者スポーツ大会」の本県開催について決議を

いただきましたが、その決議を受け、押川前副

議長、河野知事及び各競技団体関係者の皆様と

ともに、４月17日に文部科学大臣及び関係団体

に要望書を提出してまいりましたので、まず、

このことを御報告させていただきます。

今後とも、本大会の宮崎県開催に向けて、県

議会の皆様のお力添えをどうぞよろしくお願い

いたします。

それでは、概要説明に入らせていただきます。

お手元の常任委員会資料１ページをお開きく

ださい。

まず、教育委員会事務局の幹部職員を御紹介

させていただきます。

教育次長（総括）の原田幸二です。

教育次長（教育政策担当）の川井田和人です。

次に、教育次長（教育振興担当）の川﨑辰巳

でございますが、病気加療のため、本日、欠席

をさせていただいております。

総務課長、大西祐二です。

参事兼財務福利課長、田方浩二です。

学校政策課長、川越良一です。

学校支援監、永山良宣です。

特別支援教育室長、坂元厳です。

教職員課長、西田幸一郎です。

生涯学習課長、恵利修二です。

スポーツ振興課長、古木克浩です。

文化財課長、大西敏夫です。

人権同和教育室長、黒木政信です。

課室長補佐につきましては、資料の１ページ

の名簿の記載をもって紹介にかえさせていただ

きたいと思いますので、どうぞよろしくお願い

いたします。

次に、２ページをごらんください。教育委員

の構成についてであります。教育委員会は、委

員６名で構成されております。島原俊英委員長

ほか、ごらんのとおりでございます。

３ページをごらんください。宮崎県の教育基

本方針であります。

本県の教育は、「たくましいからだ 豊かな心

すぐれた知性」をそなえ、郷土への誇りや、

新しい時代を切り拓いていく気概を持つ、心身

ともに調和のとれた人間の育成をめざしており

ます。

この方針に基づきまして、各種の施策を推進

してまいりたいと考えております。

次に、４ページをごらんください。宮崎県人

権教育基本方針についてであります。

県教育委員会では、あらゆる方の人権を尊重

する人権教育を推進するために、平成17年度に

策定いたしました宮崎県人権教育基本方針がご

ざいますが、今年度につきましても、この方針
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に基づきまして、人権教育の一層の推進に取り

組んでまいりたいと考えております。

次に、５ページをごらんください。教育委員

会の平成27年度当初予算でありますが、表の下

から５段目の太線で囲んであります合計の欄を

ごらんください。一般会計の合計は1,064億3,124

万7,000円であります。

また、下から２段目の太線で囲んであります

合計の欄をごらんください。特別会計の合計は15

億3,878万9,000円であります。

総額は、一番下の欄に記載しておりますよう

に、総計で1,079億7,003万6,000円であります。

２つ右の欄になりますが、これは、平成26年

度当初予算額に対しまして、16億4,008万円の減、

率にいたしまして、対前年度比98.5％となって

おります。今年度当初予算につきましては、骨

格予算としての予算編成となったことなどから、

減額はありますものの、教育活動に影響が生じ

ないよう措置できたものと考えております。

なお、新規事業や政策的な判断を要する経費

につきましては、いわゆる肉づけ予算として６

月補正予算で対応させていただくために、６月

の定例県議会にお諮りする予定といたしており

ます。

続きまして、６ページをごらんください。県

教育委員会事務局の組織体制をお示ししており

ます。

また、６ページに続き、７ページから15ペー

ジまで、各課室ごとの組織及び事務を記載いた

しております。後ほどごらんいただければあり

がたいと思います。

私からの説明は以上でありますが、引き続き、

担当課室長から教育委員会の主要事業の説明、

さらにその他の報告事項といたしまして、第二

次宮崎県教育振興基本計画の改定及び宮崎県立

高等学校教育整備計画（中期実施計画）、さらに

スーパーグローバルハイスクールの指定につい

て説明をさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

○田方財務福利課長 常任委員会資料の16ペー

ジをお開きください。

新規事業「宮崎県育英資金返還率向上事業」

についてでございます。

１の事業の目的・背景についてでありますが、

宮崎県育英資金の返還者につきましては、国の

事業移管後に急増しております。平成30年代前

半には２万人を超える返還者となる見込みでご

ざいます。返還者数の増加に伴い、滞納者数、

滞納額も増加傾向にございます。

平成26年度の返還率等につきましては、５月

末までの返還金が平成26年度の返還金となりま

すことから、まだ確定しておりませんので、平

成25年度の状況で申し上げますと、滞納者数は

約2,700人、滞納額は約４億円となっております。

増加する返還者への対応といたしましては、

口座振替やコンビニ収納などに取り組んでいる

ところでありますが、債権管理員による電話や

訪問等による再三の催告等にも応じない悪質な

滞納者に対しまして、一斉に法的な手段として

裁判所への申し立てを行い、滞納額の縮減を目

指すものでございます。

２の事業内容でありますが、専門的な知識を

持ち、経験豊かな司法書士等に法的措置に関す

る事務を委託するものでございます。

３の事業費でありますが、804万1,000円であ

ります。

４の事業期間と５の事業効果につきましては、

ごらんのとおりです。

○川越学校政策課長 資料17ページをごらんく

ださい。
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改善事業「自立への架け橋 宮崎県キャリア

教育実践事業」であります。

１の事業の目的・背景でありますが、本県の

全ての子供たちに働くことの意義を理解させ、

自立した社会人、職業人の育成に取り組むもの

であります。

２の事業の内容でありますが、（１）キャリア

教育の学びを深める実践事業につきまして、①

児童・生徒の働くための基礎力を高める取り組

みの推進です。まず、外部講師によるライフプ

ランを描く授業では、自分や家族の将来設計を

シミュレーションすることで、さまざまなリス

クを仮定しながら、将来の目標を実現する手段

を学ばせます。

また、外部講師による労働法に関する講習会

では、生徒が労働関係法規等について理解を深

め、社会において必要な基礎知識を身につける

取り組みを推進いたします。

次に、（２）キャリア教育の取り組みを広げる

実践事業であります。

②の企業と連携したキャリア教育の進展です

が、まず、企業関係者と教員による合同研修会

では、キャリア教育に県内企業の力を積極的に

活用するために、企業、学校、家庭、ＮＰＯ等

が一堂に会する研修会を開催し、情報交換や共

通理解を図ってまいります。

また、産学官代表による宮崎県キャリア教育

推進会議では、学校支援に対する産業界での組

織的な対応のあり方などについて協議を行うこ

ととしております。

３の事業費でありますが、1,354万6,000円を

計上しております。

４の事業期間と５の事業効果につきましては、

ごらんおきください。

○坂元特別支援教育室長 常任委員会資料18ペ

ージをお願いいたします。

改善事業「「支援をつなぐ」特別支援教育エリ

アサポート充実事業」でございます。

１の事業の目的・背景でございますが、小中

学校等におきましては、発達障がいのある子供

さんへの対応が大きな課題となっております。

そこで、本県が平成25年度から独自に構築し

ましたエリアサポート体制の一層の充実を図る

ことによりまして、障がいのある子供が、どの

地域においても特性に応じた質の高い指導や支

援を一貫して受けることができるようにしたい

と考えております。

２の事業内容でございますが、まず、（１）の

体制の推進につきましては、引き続き、県内７

エリアにエリア拠点校を指定し、エリアコーディ

ネーターと呼ばれる専門性の高い教員を配置い

たします。

（２）の巡回支援の強化につきましては、特

別支援学校やエリアコーディネーターが、これ

まで小中学校等に対し、巡回支援を実施してま

いりましたが、これに③の、主に中学校の通級

指導担当者を新たに加え、巡回支援を強化した

いと考えております。

（３）の研修の充実では、特に、全ての教職

員を対象とした研修を推進してまいりたいと考

えております。

（４）の連携の強化では、①、②にあります

ように、拠点となる幼稚園や高等学校を指定し

ての研究、校種間連携協議会の開催、さらに、

③の個別の教育支援計画の作成及び活用につい

て推進してまいりたいと考えております。

このほか、（５）の医師等からなる広域エリア

サポートチームによる小中学校等への巡回支援

や、（６）の特別支援教育の推進を担う人材を育

成したいと考えております。
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３の事業費でありますが、192万5,000円を計

上しております。

４の事業期間と５の事業効果につきましては、

ごらんのとおりでございます。

○西田教職員課長 資料19ページをお開きくだ

さい。

改善事業「やる気、元気！自ら学び続ける教

職員のキャリア形成推進事業」についてであり

ます。

１の事業の目的・背景でありますが、教職員

みずからが将来の目標やゴールを見据えて、キャ

リアデザインを描きながら主体的に資質向上を

図っていく新たな支援の取り組みを推進するこ

とにより、教職員の意識や行動を転換し、やり

がいや充実感を持って、学び続ける教職員の育

成を目指してまいります。

２の事業の内容でありますが、今回、新たに

取り組む内容を中心に説明させていただきます。

（１）の教職員がキャリアデザインを描き、

主体的に資質向上を図るための取り組みでは、

①にありますように、教職員のキャリアプラン

の開発を行い、それをもとに教職員みずからが

キャリアデザインを描くための資料としてキャ

リアデザイン手引書を作成し、その手引書を初

任者研修や教職員評価制度の校長ミーティング

等で活用することにより、教職員のキャリア意

識を変えていきたいと考えております。

さらに、②にありますように、教職員として

のあり方を改めて見つめさせる修養を意識した

研修を充実させるとともに、③の私を変えた先

生との出会いエピソード募集を通して、キャリ

アアップの意欲を高めていきたいと考えており

ます。

（２）のライフステージに応じたみずから学

び続ける教職員のためのシステムの構築では、

②のマネジメントリーダー養成の推進について

新たに取り組みます。変化の激しい時代に対応

できる判断力、行動力等を持った管理職を育成

するために、若手や中堅教員の中からメンバー

を募り、小・中・高・特別支援の校種ごとに４

つの塾を構成し、本県教育の課題解決に向けた

研究やマネジメント力を高める研修の機会を提

供してまいります。

３の事業費につきましては、551万2,000円を

計上しております。

４の事業期間と５の事業効果につきましては、

ごらんのとおりです。

○恵利生涯学習課長 資料の20ページをごらん

ください。

改善事業「県民総ぐるみ教育推進事業」でご

ざいます。

１の事業の目的・背景でありますが、目的の

最後のほうに書いてありますように、本事業は、

学校支援ボランティアへの県民の参加促進を図

り、学校・家庭・地域や企業等が一体となって

取り組む県民総ぐるみによる教育の推進を一層

充実させるための事業であります。

２の事業内容でありますが、この教育推進の

ために、２つの内容に取り組みます。

（１）の地域の教育力を活性化する取り組み

につきましては、これまで取り組んでおります、

学校のニーズに応じて、ボランティアの方々が

お手伝い等をする学校支援地域本部事業、また、

子供の安全・安心な居場所として、放課後に勉

強や体験活動等を行う放課後子供教室推進事業

及び地域ぐるみの学校安全体制整備に取り組ん

でまいります。

（２）の「県民の学びを生かす」活動を推進

する取り組みにつきましては、教育支援活動の

方策を検討するとともに、教育ネットワークの
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構築に向けた協議や地域人材の育成を図ってま

いります。

具体的には、（２）の下のほうに４つあります

ように、地域教育ネットワーク会議を開催した

り、学校支援地域本部や放課後子供教室のかな

めの役割を果たすコーディネーター等指導者研

修会を実施いたします。

また、昨年度より実施しております、すぐれ

た教育支援に対する顕彰として、地域による学

校支援推進に係る県教育長表彰や、教育支援を

いただくアシスト企業の登録促進を図ってまい

ります。

３の事業費でありますが、5,557万4,000円を

計上しております。

４の事業期間と５の事業効果につきましては、

ごらんのとおりです。

次のページ、21ページをお願いいたします。

新規事業「県民の読書を支える図書館づくり

事業」でございます。

１の事業の目的・背景でありますが、県民の

誰もが、いつでもどこでも図書館を活用できる

よう、県民や地域の課題解決に向けた支援を強

化しますとともに、県民の知の拠点として蔵書

を充実させるなど、全県的な読書環境の向上を

図っていくための事業であります。

２の事業内容でありますが、（１）の県立図書

館サービスアップ事業につきましては、①にあ

りますように、県内図書館資料の流通機能を向

上させるシステムを構築するため、先進地の取

り組みを調査するなどの調査研究を行ってまい

ります。

また、②にありますように、研修により図書

館職員の資質向上を図り、県民や地域が抱える

課題を解決するためのレファレンス体制を整備

してまいります。

また、③にありますように、日曜・祝日の閉

館時刻を現在の17時から19時に変更し、開館時

間を平日・土曜日と合わせ、２時間延長するこ

ととしております。

（２）の県立図書館資料重点整備につきまし

ては、県全体の知の拠点として蔵書を整備いた

します。

具体的には、②、③にありますように、県立

図書館としての役割であります調査研究や、課

題解決のための専門的な資料や市町村立図書館

を支援するための資料を重点的に整備してまい

ります。

また、④にありますように、環境学習の拠点

としての必要な専門資料を、さらに充実してま

いります。

３の事業費でありますが、4,385万2,000円を

計上しております。

４の事業期間、５の事業効果につきましては、

ごらんのとおりです。

○古木スポーツ振興課長 資料の22ページをご

らんください。

新規事業「みやざきから夢と感動を！世界に

輝くアスリート育成支援プロジェクト」でござ

います。

１の事業の目的・背景でございますが、2020

年の東京オリンピック・パラリンピック開催を

好機と捉えまして、本大会で多くの本県出身者

が活躍できますように、可能性を秘めたみやざ

き人を発掘し、世界に通用する選手を育成する

取り組みなどにより、県民の皆様に、元気・勇

気・感動を届けることを目指すものであります。

２の事業の内容でございますが、（１）の輝け！

オリンピアン事業では、将来、オリンピックな

どで活躍できる有望選手を小学生から発掘・育

成していくために、体験教室やオーディション
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を開催するほか、選手強化のためにトップチー

ムを招聘しての合同練習などを行います。

（２）のめざせ！パラリンピアン事業では、

特別支援学校と中学校・高等学校との合同練習

会の開催や、パラリンピックなどで活躍が期待

できる有望選手への遠征費の支援などを行いま

す。

（３）のはばたけ！女性アスリート事業では、

本県が課題としている女子競技力の向上のため

に、これから新しく国体種目に加わる女子の自

転車競技やウエートリフティング競技などへの

強化支援や、遠征や大会に参加するママさんア

スリートへの支援を行います。

（４）のオールみやざき！マルチサポート事

業では、現在行われています選手へのメディカ

ル面でのサポートに加えまして、栄養面・メン

タル面などの研修会を通して、選手が活躍でき

る環境整備の充実に努めます。

３の事業費でございますが、2,515万6,000円

を計上しております。

４の事業期間と５の事業効果につきましては、

ごらんのとおりです。

続きまして、資料の23ページをごらんくださ

い。

改善事業「“1130”県民運動ライフスポーツ推

進事業」でございます。

１の事業の目的・背景でございますが、本県

成人の半数が運動に取り組んでいない状況を踏

まえまして、広く県民に対し、1130県民運動を

通して、運動・スポーツの実施に関する普及・

啓発活動を行い、健康長寿日本一の宮崎県づく

りに寄与するものであります。

２の事業の内容でございますが、（１）の運動

プログラム推進では、①推進会議の開催としま

して、県民運動の全県的な推進のために、推進

担当部会や運動プログラム検討部会などを開催

します。

また、②運動プログラムの展開としまして、

ウオーキングシステムアプリ「ＳＡＬＫＯ（サ

ルコー）」を開発し、市町村や企業・団体等と連

携しながら、ウオーキング人口の増加を目指し

ます。

（２）の地域健康づくり支援では、①1130ラ

イフスポーツ機会の提供としまして、日ごろ、

運動をする機会が少ない県民を対象に運動やス

ポーツの機会を提供してまいります。

また、②ひむか健康づくり推進員養成講座・

出前講座の開催としましては、健康づくりを推

進する人材を育成して、運動やスポーツに限ら

ず、栄養や食生活の改善を組み合わせた出前講

座を実施してまいります。

３の事業費でございますが、800万7,000円を

計上しております。

４の事業期間と５の事業効果につきましては、

ごらんのとおりです。

○大西文化財課長 常任委員会資料の24ページ

をお開きください。

新規事業「宮崎県近代化遺産総合調査事業」

についてであります。

１の事業の目的・背景でありますが、近代、

これは幕末から第２次世界大戦期まででござい

ますが、近代につくられました建造物につきま

しては、貴重な文化財と考えておりますが、老

朽化や都市の再開発等に伴い、取り壊しや改築

が行われているものも少なくございません。そ

のため、本県の近代化に貢献した産業・交通・

土木等に関する建造物につきまして、歴史的沿

革、建築技術・技法に関する調査を行いまして、

今後の保存、活用に資するものでございます。

２の事業の内容でありますが、（１）近代化遺
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産総合調査委員会（仮称）の設置につきまして

は、建造物や近現代史の専門家による委員会を

設置いたしまして、近代化遺産に係る現状調査、

評価、報告書の原案作成等を行うこととしてお

ります。

（２）の調査の概要でありますが、まず、第

１次調査といたしまして、市町村等から御推薦

をいただき、対象となる建造物のリストを作成

いたします。

次に、２次調査におきまして、対象となりま

した建造物の概要について調査し、委員会にお

いて、さらに候補を絞り込む作業を行うことと

しております。

さらに、３次調査といたしまして、２次調査

で絞り込んだ候補につきまして、図面や沿革・

工法などの詳細調査を行うものであります。

なお、27年度につきましては、第２次調査ま

でを実施しまして、平成28年度におきまして３

次調査を行い、報告書を作成することとしてお

ります。

３の事業費につきましては、400万円を計上し

ておりますが、２分の１の200万円につきまして

は、国の補助金を予定しております。

４の事業期間及び５の事業効果につきまして

は、ごらんのとおりでございます。

○重松委員長 その他の報告事項をお願いいた

します。

○大西総務課長 その他の報告事項につきまし

て、まず、１点目、第二次宮崎県教育振興基本

計画の改定についてであります。

資料の25ページをお願いいたします。

１の計画の性格でありますが、この計画は、

教育基本法の規定に基づきまして、地方公共団

体が策定する教育の振興のための施策に関する

基本的な計画であります。県総合計画の、主に

「人づくり」に係る部門別計画として位置づけ

られるものであります。

２の改定の趣旨であります。

現行計画は、平成23年度から平成32年度まで

の10年間を計画期間とするものでありますが、

そこに記載されておりますような現行計画に基

づく施策の成果と課題、社会情勢の変化、また、

国の第２期教育振興基本計画の策定や県総合計

画の改定など、現行計画策定後の状況変化を踏

まえ、改定を行うものであります。

３の改定の考え方でありますが、26ページを

ごらんください。改定に当たりましては、計画

のスローガンや目指す県民像については、これ

を継続し、施策の目標や施策の内容を中心に見

直しを行うものであります。

25ページにお戻りいただきまして、最後に、

４の改定の経緯及び今後のスケジュールであり

ますが、これまで、さまざまな意見交換の場を

通しまして御意見をいただきながら改定作業を

進めてきたところであります。

今後、６月の定例県議会の常任委員会におき

まして、素案の御報告をさせていただいた上で、

その後、パブリックコメントを実施いたしまし

て、９月の定例県議会におきまして改定案を提

案させていただきたいというふうに考えており

ます。

○川越学校政策課長 報告事項２点目でござい

ます。「宮崎県立高等学校教育整備計画 中期実

施計画」についてでございます。

中期実施計画の冊子につきましては、別冊資

料１となっておりますので、御参照してくださ

い。

それでは、資料の27ページをごらんください。

まず、１の経緯についてでありますが、こと

しの２月の教育委員会と３月の文教警察企業常
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任委員会におきまして、パブリックコメントに

係る前の素案の検討をしていただきました。

その後、３月11日から４月10日まで、パブリッ

クコメントの実施により県民の皆様からの御意

見をいただき、先日５月21日の教育委員会にお

いて合意を得て、本日、常任委員会にて本計画

の報告を行う運びとしております。

続きまして、２は、ことしの３月４日に開催

されました常任委員会において、中期実施計画

（素案）を説明した際に、議員の皆様からいた

だいた意見をまとめたものでございます。こち

らについては、ごらんおきください。

続いて、３の本計画に対するパブリックコメ

ントの結果及び対応についてであります。

パブリックコメントにつきましては、９名の

方々から12件の御意見をいただきました。別冊

資料２を用意しておりますので、そちらのほう

をごらんください。

いただいた御意見の要旨の内容を簡潔に紹介

したいと思います。

別冊資料２のパブリックコメントに対する対

応についてという冊子でございますが、１ペー

ジの１番から２ページの５番までがキャリア教

育の推進や新たな学科の設置など、本県教育の

質の向上を図るための手だてに関する御意見で

ございます。

２ページの６番と７番が「生徒たちの教育環

境の整備をさらに推進していくべきである」と

いった御意見、そして、３ページの８番が「大

幅な定員未充足の高校は閉校すべきである」と

いう御意見、それに対しまして、９番が「小規

模の学校でも統廃合すべきではない」といった

御意見でございました。

県教育委員会の考え方を、一番右側の県の考

え方に記述させていただいております。

最後に、４の、いただいた御意見を検討した

結果についてでございます。先ほどの資料の27

ページの４をごらんください。具体的に修正を

求める御意見はございませんでした。今後の取

り組みに反映されるよう配慮してほしいとの御

意見であったことから、修正が必要な箇所はな

いと判断したところです。これら、いただいた

御意見につきましては、今後の取り組みの参考

とさせていただきたいと考えております。

続きまして、３点目のスーパーグローバルハ

イスクールの指定につきましての御報告をいた

します。

今年度指定校に、宮崎大宮高等学校が選ばれ

ました。全国190校の応募の中から56校が指定を

受けており、本県からは、昨年度の五ヶ瀬中等

教育学校に続いて、２校目となっております。

九州では11校が指定を受けており、うち８校

が県立高校で、内訳は、本県と福岡県からそれ

ぞれ２校、ほか４県から各１校となっておりま

す。

ＳＧＨ、スーパーグローバルハイスクール事

業の目的と事業概要は、資料の２にあるとおり

でございますが、将来のグローバルリーダーを

育成するために、質の高い教育カリキュラムの

開発・実践、その体制整備を進めることとして

おります。

宮崎大宮高等学校の取り組みの内容につきま

しては、資料の３にありますように、目的は、

「郷土に対する誇りと柔軟な国際感覚あふれる

グローバルリーダーを育成する」ことで、県内

の専門機関や宮崎大学が連携を深めているベト

ナム、また、タイ等の大学と連携し、講義を受

講したり、フィールドワークを行ったりして課

題研究に取り組む中で、グローバルリーダーと

しての資質・能力の育成を図る教育プログラム
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の開発をしていくものであります。

課題研究のテーマにつきましては、農業産出

額が全国トップクラスである本県の未来創造を

見据え、食と健康としております。

本年度の事業費といたしましては約1,600万円

で、事業期間につきましては、本年度から平成31

年までの５年間となっております。

○重松委員長 執行部の説明が終わりましたが、

ここで休憩をとり、質疑は13時より再開したい

と思います。

暫時休憩いたします。

午後０時２分休憩

午後０時59分再開

○重松委員長 委員会を再開いたします。

委員の皆さんより質疑をお受けいたします。

御質問がありましたらお願いいたします。

○中野委員 私は、去年、監査委員をしとって、

教育委員会へ行ったんですよ。教育委員会へ行っ

たら教育委員会のこういう基本方針みたいなの

が出とったんです。ただ、今、教育委員会、３

ページ、ここに出てましたよね。これと違った

やつだったと思うんです。この基本方針が教育

委員会それぞれ、たしか違うはずです。じゃあ

県の基本方針、どこがこんなのを周知するのか

とか、いろいろ考えたんやけど、何かよう意味

がわからんとです。教育委員会が出して、その

下の下部組織が別なやつをまたつくる。市町村

はいいです。ちょっとそこ辺のところが、何の

ためにこれをつくるのかなとかいう気がして、

ちょっと基本的な部分。

○大西総務課長 宮崎県教育基本方針につきま

しては、実はかなり古くから、県の教育委員会

の基本方針として打ち出してるもので、これま

でに幾度か変遷があっているようです。節目節

目で少し文言が変わったり、打ち出し方が変わっ

たりしております。現在の基本方針については、

年数は忘れましたが、もうかなり長い期間、こ

のフレーズで掲げてきております。市町村のそ

れぞれのお考えというのは、またあるとは思う

んですけれども。

○中野委員 私の勘違いかな。県の教育事務所

に、こういうのがそこそこあるの。多分これと

違ったと思うんです。ちょっとそこを聞いてる

わけ。

○永山学校支援監 私は昨年度まで教育事務所

におりまして、まさしく委員のおっしゃるとお

り、まず、教育の基本方針、これはしっかりと

踏まえて考えております。そして、第二次宮崎

教育振興基本計画等、そういうものを踏まえた

中で、各事務所ごとにそれぞれの課題というの

があるので、そういうところを集約して、本年

度、事務所においては、こういう課題を取り組

んでいこうということで、県の教育基本方針で

あり、振興計画というものを、より充実すると

いう観点からのスローガン的なものを掲げてい

るものではないかなと考えているところです。

○中野委員 これは、やっぱり一貫性がない。

３つの教育事務所もみんな別々、それぞれが競

争してるという話なんです。市町村が変わるの

はわかるよ。これは、ぜひ統一見解じゃないけ

ど、これはおかしいよ。一番もとのここに来て

るのが、下部組織に行ったら面々が勝手なこと

言ってる話じゃね。まず、そこをしっかり、ま

だ１年間ありますから、ちゃんと答え出してく

ださい。

○緒嶋委員 我々も、改選して初めての委員会

なんです。そういうときに、残念ながら教育長

が最初にお断りを言わないといかんというよう

なことは、これは本当に教育委員会全体として
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は大変なことだという認識は持っておられると

思うんですけれども。ここにおられる皆さん方

はそういう認識だけど、やはり現場におられる

先生方にどういう形で徹底するかと。これ、宮

崎県人権教育基本方針でも、全ての人間は、や

はり自分の人権もあるけど、相手の人権もある。

今度の場合は、先生が相手の人権を傷つけたわ

けです。人権というか人格を。そういうことか

ら考えると、先生たちが人権教育基本方針を徹

底的に認識しなければ、いかに美辞麗句みたい

なものを並べたって、これは意味がないわけで、

これは学校教育においても、「人権を尊重する意

識や態度を育成し、実践力を養うことに努める」

と書いてある。教える人のほうがそういうこと

を自覚して教えなきゃ、子供たちにこういうこ

とを指導しますという前に自分の自己研さんを

積まなければ、これはもうどんなに、今言われ

たようなことを言っても説得力もないし、本当

の教育方針かということにもなるわけです。先

生は人格も、全ての意味で尊敬すべき人だと県

民は思ってるわけです。その中で、あのような

ことが起きると。パーセントで言えば、それは0.0

何％かもしれないけれど、そういう職責と責任

を考えた場合には、もう絶対にやってはいけな

いこと。また、今度はアルコールが入ったので

失敗したとかいうことであれば、対策等を含め

て、それなら、アルコールはそういうときは飲

んだらいかんのじゃないかとか、具体的な改善

策というか対策を立てて、本当に信頼を受ける

ような行動を起こさなければ、反省したことに

もならないし、解決することにもならないと思

うんですけど、このあたりをどういうふうに考

えておられるか。これはもう全体の中で教育長

しか答えられんと思いますので、教育長、どう

考えておられるか。このことが一番基本だと思

いますので。

○飛田教育長 御指摘のとおりでありまして、

教師というのはテクニックで勝負をするとか、

あるいは知識で勝負をするということじゃなく

て、全人格で子供たちと対峙すべきだと思いま

す。いろんな手だてをやりながら、それを徹底

させるすべを粘り強くやってきたんですが、おっ

しゃったとおり届いてない職員がおるというこ

と、非常に残念で残念でなりません。

実は、この前後に、横領の分については、県

立学校は校長、教頭、両方の会に私は行きまし

て、実際に具体的なことを指導しながら、ペー

パーにも起こして、こういうことをこういう気

持ちでやってくれというのは、かなり激しく届

くように指導をいたしました。そして、市町村

についても、直接学校を訪問してるのは教育事

務所ですから、教育事務所長に面会を、担当課

にさせておりますし、市町村教育委員会が、やっ

ぱりそこの間できちっと対応いただくことが大

切だと思っておりますので、市町村教育委員会

ともコンプライアンス推進協議会等でいろんな

取り組みを一緒にしてますので、また、きちっ

と連携をとりながら一層やっていきたいと。

いろんなことを守るべき存在である教師が、

そういうような子供たちの心に傷を負わせるっ

ていうのは、もう残念で残念でならない気持ち

です。今後も徹底して粘り強くやりたいと思い

ます。

○緒嶋委員 教育長の思いは、いつも我々は理

解しておるんですけど、やっぱり末端というか、

そういう現場の先生たちまで、そういう教育長

の思いが、市町村の教育委員会を含めて、その

ままストレートに伝わるかというのが一番重要

であります。これは、日々そういう自覚と責任

を持ってやはり対応していかんと、なかなか…
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…。これはもう人間の弱さが一面に出るわけで

すので、本当に完璧な人間というのは、ある意

味では、神様じゃないのでいないわけです。し

かし、やっちゃいかんということはやっちゃい

かんわけだから、そういうことを含めて、人を

教えるということは、自分が学ぶということで

もあるわけですので、ここでいろいろ私が言っ

ても本当に恐縮なわけですけれども、私自身が

いろいろと欠点もあるわけだから言うのは本当

に申しわけないと思います。けれども、皆さん

方が全身全霊を傾けて、人を育てる、子供を育

てるということは、自分も育たなければ子供も

育たないわけですので、そういう意味で、ぜひ

頑張っていただきたいというよりほかにはない

のですけれども、努力していただきたいという

ことを強く要望しておきます。

○井本委員 さっきの県教育基本方針がこんな

にばらばらだったと私も知らんかったんだけど。

これ、大きな目標というか、大きなコンセプト

があり、それの下に、またいろんな小さな戦略、

戦術があるんでしょうから。やっぱり一番最初

のものを受けてというような形にはしないとい

かんだろうと思うんです。

ここの「たくましいからだ 豊かな心 すぐ

れた知性」と書いてありますが、考え方はやっ

ぱり知・情・意という感じで考えておるんで

しょうか。情が豊かな心、知・情・意、そんな

感じでこれはつくられとるんでしょうか。知・

徳・体でもいいですけど。

○大西総務課長 おっしゃったとおり、知・徳

・体、これを体現するものということでありま

す。

○井本委員 民間校長の藤原さんが、いろいろ

言っとるんです。あの人の目標は、独立と貢献

だと言ってます。独立と貢献。独立の中に知徳

体が入っとるんでしょうけど、この場合、それ

以上に今度は人のためにやるという、その世界

が、私はこれにはちょっと出とらんのじゃない

かなと、ちょっと心配です。いろんなことを学

んだら、やっぱり世のため人のために生きてい

くという、そういう貢献をしようというもんが

ちょっとあってもいいんじゃないのかなという

気がしております。今後、変えるべきかどうか

わからんけど、その下の目標で何かそんなのを

つくるのもいいかもしれんなと。そのくらいで、

それはいいです。

それで、日本一図書館づくりです。これで日

本一の読書県ということですが、日本一の読書

県というのはどのくらい、何か基準が考えてあ

るんですか。

○恵利生涯学習課長 日本一読書県の考え方で

ございますけれども、子供から大人までが、県

民みんなが読書に親しむ読書県を本県で目指す

ということで、スローガン的な扱いということ

で。特定の数値をもとにしたランキング、こう

いうものを指すものではないということで考え

ております。

○井本委員 武雄ですか。ああいうものをつく

ろうというつもりはないの。

○恵利生涯学習課長 公共図書館の役割、県立

図書館としましては、全県下に専門書的なもの

を幅広く置いて県民にサービスをするというこ

とが目的であります。ですので、今回、蔵書数

もふやすということでその物流についても検討

するということも含まれておりますので、現在

の県立図書館のサービスを向上するという考え

で貫いていきたいと思います。

○井本委員 今、専門性とか何とか言うたよう

な気がしたんだけど、専門にすればどうしたっ

て狭くなるよね。
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○恵利生涯学習課長 県立図書館の特徴としま

して、これまでが市町村立図書館と役割を少し

分担したことで県立図書館としては取り組んで

おります。基本書だとか専門書だとか学術書だ

とか参考図書を重点的に収集するというのが県

立図書館の役割でありまして、市町村の図書館

は、そのほかの幅広い図書を蔵書するという役

割で、少し役割分担をしているというのが実情

であります。

○井本委員 県民の読書を支える図書館づくり

というのは、大きなコンセプトとしてあるわけ

でしょう。だから、できるだけ多くの人に本を

読ませようというのは最初にあるんでしょう。

それで、県の役割は専門的なというか、教科書

的なものを重視しましょうと。どうしてその辺

がつながるのか、ちょっとよくわからんのやけ

ど。

○恵利生涯学習課長 少し言いかえをさせてい

ただきます。専門書だけではなくということで、

専門書と、そして、そのほかの図書も蔵書を広

く備えるということで考えております。

それともう一つ、県立図書館の蔵書を今後、

この事業において、市町村図書館にスムーズに

物流が行われるように、または市町村図書館同

士でその物流が行われるように、この事業で調

査研究をしてまいりたいと。委員が申し上げら

れたように、より一層、県または市町村の物流

が交互に行われるように検討していきたいと

思っております。

○緒嶋委員 この育英資金の返還、毎年、どの

くらいの人に育英資金を貸し付けておるわけで

すか。

○田方財務福利課長 26年度で申しますと3,940

名で、※約12億7,000万円ぐらいを貸し付けてお

ります。毎年4,000名前後ということです。

○緒嶋委員 これは、借りたものは返さないと

いかんのは当たり前のことなんですけど、これ

だけ４億、また2,700人の人が滞納しておると。

この育英資金というのは、育英貸付資金という、

貸し付けてあるという自覚を持たせないといか

んのじゃないかと思うとです。育英資金という

ネーミングは、何となく自分がもらったような

感じになる。育英貸付資金という名前に変える

と、ああ、貸し付けていただいておるのかとい

う自覚が出てくるんじゃないかと思うんじゃけ

ど。ネーミングとして、もらった人は育英資金

というから、何となく自分がいただいたような

気持ちになるんじゃないかと。育英貸付資金と

いう名前のほうがいいっちゃないですか。貸し

付けられておるんだという自覚を持たせんこと

には返さんわけですから。

○田方財務福利課長 今、委員からありました

ように、確かに貸し付けという意識が薄いとい

うことは非常にございます。これは、高校生と

か大学生とか貸していくわけですけれども、そ

の高校生、大学生は、借りるときには親が借り

たりするわけです。自分本人が借りてるという

意識がないんですけれども、返すときにはその

本人が返すことになります。だから、そこの意

識づけっていうのが非常に大事だと考えており

ます。その意識を植えつけるために、奨学金を

貸すときの説明会とか、そういうときには必ず

返さなければならない、そういう指示をしてる

わけです。けれども、今ありましたように、こ

の宮崎県育英資金という言い方が、確かに貸し

付けというのは入ってないんですけれども、そ

ういうＰＲをしながら、きちんと指示をしなが

ら、返していただくお金だということをきちん

と説明はして、今、貸し付けを行ってるという

※35ページに発言訂正あり
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ところでございます。

○緒嶋委員 これが、毎年、滞納が減額すれば

いいんですけど、今は、その４億円というのは

大分減ったわけですか。

○田方財務福利課長 貸付金の未返還金という

のは毎年度ふえております。25年度から26年度

に移りますときには350名ふえまして、約6,000

万円ふえております。先ほど御説明しましたけ

れども、34年度、35年度になりますと返還者と

いうのが２万人ぐらいになるわけですけれども、

今が返還者が１万800人ぐらいです。これがふえ

ていくに従って、やはり未返還金っていうのが

どんどんふえていっているという状況にござい

ます。

○緒嶋委員 具体的に減らす努力というのは、

何か専門知識を持った人とかと言われてるけど、

具体的に成果が上がってないからふえるという

ことになるんじゃないですか。

○田方財務福利課長 法的な措置というのをや

ろうと思ってますのは、これは平成25年度から

単独で、年に100人前後の法的措置をやってきて

るわけですけれども、26年度も88名ぐらい法的

措置っていうのをやりました。今回は、この2,700

人の中でも約700人、２年間以上返還してなくて

職についてる者について、法的措置をやりたい

と考えております。私たちが分析してる中では、

この４億円の中でも、過年度といいますけれど

も、現年で返す人たちと、前から返してない人

たちの割合からいうと、やはり過年度の方々が

返してない率が高い、あと、額も高いわけです

ので、そこにメスを入れようということで法的

措置を実施させていただこうということで考え

ているところです。

○緒嶋委員 これは当然、連帯責任の保証人と

いうのはおるわけでしょう。

○田方財務福利課長 連帯保証人は、第一連帯

保証人、第二連帯保証人というのがございます

ので、第一連帯保証人は大体親の方がなられて、

第二連帯保証人は生計を別にされてる方がなる

ということになりますので、お二人、本人、そ

れからお二人の連帯保証人ということになりま

す。

○緒嶋委員 そうすると滞納しておるのは、本

人が払うのが多いのか、連帯保証人が払うのが

多いのか、どういう方ですか。

○田方財務福利課長 滞納してる分というのは、

結局、私たちは、まず本人に請求をするわけで

すけれども、本人が返さないという場合には、

第一連帯保証人、第二連帯保証人に参ります。

第一連帯保証人、親の方々が返されてる分もあ

るんですが、実質的にはもうほとんど両方とも

返してないという状況で、滞納になってるとい

うことになります。

○緒嶋委員 これ、最終的には滞納をずっと続

けた場合にはどうなるわけですか。

○田方財務福利課長 県の例で言いますと、滞

納を続けられても、結局、この資金を返さない

ということになりますと、奨学金としては貸す

お金がなくなるということになりますから、必

ず返していただく、これは絶対に返していただ

くということでやりますし、それと、今さっき

申し上げましたように法的措置というのをやる

ということになりますと裁判所への申し立てを

します。裁判所で判決をいただきます。全額返

しなさい。そのときには強制執行もできること

になりますので、例えば給料の差し押さえ、そ

ういうこともやりながら必ず返していただくと

いう方向で今、進めているところであります。

○緒嶋委員 それをぜひやらんと、毎年ふえる

ということは、その成果が上がってないという
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ことにもなるわけです。そうすると、最終的に

はこの資金が枯渇するような形も、それは一般

会計から増資すればいいような形にはなろうと

思うけれど、それはおかしなことだから、やは

りできるだけ滞納を減らす。今、言われた努力

を積み重ねないと、それは毎年ふえるというの

は、これは努力しておるというふうには見られ

んわけですから、我々委員が２年間、ここにお

るかもわかりませんので、おかげで減りました

と、課長が声高らかに言うように努力してほし

いということを強く要望しておきます。

○中野委員 それと、この中には、もう音信不

通とか、もう返済不能とか、それはどうなって

るんですか。そこはもうちょっとはっきり分け

ないと、裁判所に行っても全く手続がとれない

し。

○田方財務福利課長 先ほど未納者のこと

を2,700人と申し上げましたが、その2,700人を

分析してみたんですけれども、この2,700人の中

で700人ぐらいは利息だけの人たち、それから連

絡をしたり債権管理員が催告に行った関係で、

一部返してくれ出した人たちが700人ぐらいいる

わけです。その中で、この2,700人を一応見てみ

ますと、例えば仕事についてる、正職員ってい

うのが約22.5％で479名いるんです。それから、

非正規で働いてる人が742人、それから経済的困

窮、例えば自己破産をしたとか病気だとかいう

人が206名おりまして、先ほど委員がおっしゃい

ましたように接触できないとかそういう方々

が667名いまして、これで全部が2,094人、あと

の残りは一応連絡とかがついてるということで

すので、そういう状況で把握をしたところです。

○中野委員 そういう分析をされてるわけで、

新規事業でやる分はここの部分ですよという、

そういう資料を、次にまた、ぜひつくってくだ

さい。要望でいいです。

○図師委員 県立高等学校の教育整備計画の中

期実施計画についてお伺いしたいんですけれど

も、そもそものところでまずお伺いしたいのは、

統廃合の対象となる１学年４学級以下で、さら

に１学級の削減をせざるを得ないことが予想さ

れる場合とありますけれども、この基準は、県

がつくった基準なのか、それとも国が大まかな

大綱か何かで示してるのか、このあたり、いか

がですか。

○川越学校政策課長 宮崎県の教育整備計画の

基準につきましては、本県の基準としてつくら

れていると考えております。

○図師委員 このパブリックコメントにも出て

おりますように、地域から学校、高校がなくな

るということに対して、地域の活力が失われる

という危機感を抱いてるところがたくさんある

んですけれども、この基準自体をもう少し見直

していくというようなお考えはないですか。

○川越学校政策課長 適正規模、４学級から８

学級ということで、さらに１学級減が続いた場

合には統廃合等を検討するということの中身に

は、そういう状況になれば、すぐに統廃合を行

うということではないということを含んでおり

ます。当然、地域、それから保護者、産業界、

さまざまな御意見も伺いながら、生徒にとって、

そこにいる子供たちにとって一番いい方法、ま

たは手段としてどうあるべきかを考えながら統

廃合等のことを検討するということを含めてお

りますので、明確に線引きをするというような

規定をつくっていないというのはそういう理由

でございます。

○図師委員 その基準に沿って即座に判断され

るわけではなくて、地域性も考慮してというこ

となんですが、ぜひ、これから各地域で保護者
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なり学校関係者とのミーティングをされていく

のももう存じておりまして、その内容をまたしっ

かり捉まえて判断基準をつくっていっていただ

ければと思います。

特に、児湯地域は、やはり高校を残してほし

いという声がありますし、また、西都におきま

しても西都商と妻高校がというところもありま

して、特に西都商の保護者の方からは、商業系

の高校がもし統廃合されるような場合には、で

きれば妻高校に、そのコースを１つ残してほし

いと。懸念されてるのは、商業系の高校が統廃

合されるときには商業系とくっつくんではない

かということで、西都から、近くでいうと佐土

原とかまで通わざるを得なくなるっていうこと

は避けてほしいとか、そういう要望も、もう既

に私のほうには届いておりますので、そういう

ような地域性もぜひ考慮していただきたいと。

それからもう一つ。逆に、その上にあります

１学年９学級以上の高校については、他の高校

との調和を図りながら調整をしていくというよ

うな内容も─資料は、この整備計画の10ペー

ジです─つまり、生徒数が多いところの高校

は、逆にクラスを減らしていくというような内

容にも受け取られるんですが、このあたりの理

解はどうしたらよいのか。

○川越学校政策課長 １学年９学級以上の大規

模校といいますと、宮崎市内の学校というふう

に考えていただければいいかと思うんですが、

宮崎地区の１学年９学級以上の大規模校は、い

ずれも高等学校の希望が非常に多い。募集定員

等も、生徒、保護者のニーズ等を勘案している

ところで、９学級以上というのを今のところ認

めてるところでございますが、今後10年間で宮

崎地区においても約500名程度、中学校の卒業生

が減少する傾向があります。そのことを考えま

すと、県立高校においても10学級以上の削減を

せざるを得ない状況には予想されると思ってお

りますので、資料の19ページをごらんください。

上のほうが中学校卒業推計ですが、下のほうが

宮崎地区でございます。ごらんのとおり、平成33

年が一番、どこの地区もそうですけれども、非

常に生徒数が減少すると。そこ辺を見ながら適

正規模の４から８というものに近づけるかどう

かということも含めて検討してまいりたいなと

思います。

○図師委員 私は、自然減を待つんではなくて、

より何か積極的な策があるのかなと思ってお聞

きしたんですが。ただ、宮崎市内の大規模校に

入学する希望者というのは、今後もやはりふえ

ていくんだろうなと思いますし、もう御存じの

とおり、普通科の校区の撤廃以降、やはり遠方

からでもかなり宮崎市のほうに流入しておる現

状もありますので、より郡部の普通科校の学力

向上に力を入れていただきたいというのがあり

まして。

それに関連してですが、今度は、こちらの委

員会資料の28ページのＳＧＨの取り組みなんで

すが、これを郡部の高校に指定していくという

ようなことは、今後考えられないもんなんでしょ

うか。

○川越学校政策課長 それぞれの学校が、その

趣旨に合った取り組みをぜひしたいということ

を含めますと、当然、郡部の学校が名乗り出れ

ば、それをサポートするということはやぶさか

ではございません。特に、ＳＧＨに関しまして

は、課題研究を海外の機関と連携するというこ

とが条件になっていますので、そのあたりをしっ

かりと捉えている学校があるんであれば、それ

について、もし来年度、ＳＧＨが新たに申請を

することができるような状況になったときには、
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ほかの学校も視野に入れて考えていくことはや

ぶさかではございません。

○図師委員 つまり、学校側のやる気、それは

もう学校だけじゃなくて保護者とか地域の取り

組みも含めてということなんでしょうけれども。

ぜひ、そういうところを地域に持っていけるよ

うな促しといいますか、取り組みを、もう今か

らでも、来年度、再来年度に向けて仕掛けをし

ていただきたいと思いますので。

○田方財務福利課長 訂正をさせていただきた

いと思います。私、先ほど26年度の貸出金額を12

億7,400万円と申しましたが、12億5,000万円の

間違いでしたので訂正をさせてください。

○井本委員 ちなみに、先進国では、貸すとい

うんじゃなくてあげるという、そういうのがほ

とんどだっていう話を聞くんだけど、日本の場

合は、こういう返せっていうのが中心なんです

か。

○田方財務福利課長 宮崎県育英資金もそうで

すけれども、日本学生支援機構がやっておりま

すのも、利子がついて利子をもらいながら貸し

付けるものと無利子のものとあるわけですけれ

ども、同じく貸し付けになっておりまして給付

型にはなっておりません。宮崎県育英資金は、

利息はつきませんけれども、やはり貸し付けと

いう形で、もう日本全国全てが、今そういう形

になっているところであります。

○井本委員 先進国としては、日本の場合はＯ

ＥＣＤの中でも教育に使ってる予算が本当に少

ないわけです。だから、この辺は、もう将来的

にはあげるよというような形にあってこそ、私

は本当の先進国じゃないのかなという気がする

んです。だから、宮崎も今、人材ということを

一生懸命言いよるわけだから。いつまでたって

も後進国のあれを抜けんなというか、そんな気

がしてしようがないんだけれども、将来的には

どうなんだろうか。そんなことを考えてるんだ

ろうか。

○田方財務福利課長 一応、国のほうでも育英

資金関係につきましては、例えば、今度、地方

創生とかそういう形の中では、企業と連携をし

ながら奨学金制度みたいなものを構築しまして、

その中で、大学に入る前にこの人を県に呼び戻

したいとかそういうことを考えたときには、大

学に入るときにお金を育英資金として貸し出し

て、将来的にそれを返さなくてもいい、ある一

定の条件がありまして、こちらで勤めるとか、

そういうことを考えながら、国のほうも今いろ

んな形を考えていかれてるところではあります

けれども、まだまだ数的には追いついていかな

いんじゃないかなということは思っております。

動きとしては給付型というのを目指しながらと

いうことはあると思いますけれども、まだ具体

的にはそういう話にはなってないというところ

でございます。

○井本委員 やる気、元気！自ら学び続けよう

というところなんだけど、やる気、元気で、結

局、狙いは、やりがいがあって、また充実感を

持って学び続ける教職員の育成を目指すという

ことですよね。この場合、やる気、いろんなも

のを勉強して勉強して、それからやりがい、充

実感をもたらそうということなんでしょうけど。

もちろんそれはそれでいいんだけど、充実感と

か、もちろんやりがいもなんだろうけど、自分

一人だけでそういうやりがいを持つ、あるいは

充実感を持つというのは、それもできるんだけ

れども、どうも聞くところによると同僚と疎遠

というか、普通の職場だと同僚と一緒にいろん

なことをやりながら、そこに充実感なりが生ま

れる。普通はそうだと思うんです。みんなと仲
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よくしたり助け合ったりしてこそ、充実感とい

うもんが生まれると思うんです。その辺のアプ

ローチということは、また別のところでやっと

るんでしょうか。

○西田教職員課長 今、言われた教職員の同僚

性というのは非常に大きな課題で、そこを解決

していくことは大切だと思ってます。その中で、

資料の19ページの４番なんですけれども、校内

の学びを支援するＯＪＴの充実と。ＯＪＴとい

うことで、職場内訓練と言いますけれども、教

師同士の学び合いをここで活性化させたいと。

そのためのモデル事業として、今、実践をして、

昨年度末に発表会等もしております。本年度も

やりますので、この辺を中心にしながら教師相

互の学び合い、ひいては同僚性を活性化させて

いくというふうにやっていきたいと思っており

ます。

○日高副委員長 私も、そのやる気、元気！自

ら学び続けるということなんですが。実質、学

校の現場に行くと、よく見る光景が仕事に追わ

れてる職員が多くて、７時に帰ってる職員さん

はほぼいないというのが、現実的にあるのをお

わかりなのかなということをちょっとお聞きし

たいんですが、どうでしょうか。

○西田教職員課長 今、御指摘あった教師が忙

しいという部分で、昨年度２月に職場のそうい

うアンケートをとっております。今、分析をし

ておるところですが、そこ辺をしっかり捉えて、

学校のどこに課題があるのか、そこをはっきり

しながら、本年度からその対策、今までもやっ

ておりますけれども、さらに充実した、重点を

絞った対策をとっていきたいと考えております。

○日高副委員長 人事評価みたいなものが、あ

るのかなと思うんですが、その辺の評価基準と

いうのが、またこれ難しいと思うんです。本当

に心から生徒に触れてる教師と、実際はそうじゃ

ないのにちゃんとした、いわゆる資料関係はき

ちっと出しますよっていうのは、分かれる部分

があると思うんです。どちらかというと、やは

り心から子供に接してる教師というのの評価が

足らないような気がしてなりません。これは、

もちろん市町村教育委員会、また、学校長の資

質にもよる、資質って失礼ですが、考え方もあ

ると思いますが、その辺も、もうちょっと、う

まく評価できないものかなとずっと考えてたん

ですけど、その辺はどう捉えてますか。

○西田教職員課長 今おっしゃったように、教

師が子供と真剣に向き合う、そのことは非常に

大切だと考えてます。今、評価制度を２つやっ

ておりまして、一つは、職務行動評価というこ

とで、例えば生徒指導であれば、できるだけ子

供と接していますかと、そういうような個人の

頑張り度合いのものと、あとは役割達成度とい

いまして、組織の目標に対してどれだけ貢献す

るかという２つの視点からの評価制度を行って

おります。そこで、委員の言われるように、子

供と一生懸命つき合う先生がよく評価されるよ

うに、我々としては努力していきたいと。

○日高副委員長 なるべく学校長ですね、例え

ば自治体の教育長が多分学校長を集めてやって、

教職員のことをやる。その辺のいわゆる強化と

いうか発表をもっと具体的にやっていけば、い

ろんな課題も出てくると思うし、課題解決にも

なると思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

もう一点、最後。ちょっと気になった点があ

るんです。みやざきから夢と感動を！世界に輝

くアスリート育成、これについてですが、事業

内容で、オリンピックなどで活躍できる有望選

手を小学生から発掘、育成していくということ
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なんですが、「この小学生、将来オリンピックで

活躍できるな」というのを見るのって、誰がこ

れを見られるのかなと思って。その辺ちょっと

お聞きしたいんです。

○古木スポーツ振興課長 このタレント発掘に

つきましては、東京オリンピック・パラリンピッ

ク開催ということもありますが、２巡目の国体

等も踏まえて、そういうジュニアの時期から、

そういったタレントを発掘しようという事業で

ございますけれども、発掘に当たっては、まず

オーディションの実施をしたいと思ってます。

例えば、今、学校のほうでは体力運動能力調査

を行っていますけれども、その項目であります、

例えば握力とか上体起こしとか30メートル走と

か垂直跳びとか、そういったものについて─

測定種目については、まだ決定しておりません

けれども─そういったもののオーディション

を行って、今、オリンピック選手になっている

ような選手はどういった能力が非常に高いかと

いうのは科学的にも分析されておりまして、そ

ういう子供さんがどういった種目に向いている

のかというようなことも今、研究されてますの

で、国の機関等とも連携をしながら、そういっ

たいい結果を出している子供さんについては、

こういった競技に向いてるんじゃないかという

ようなことで、また紹介をしながら、これはあ

くまでも本人と保護者が、その種目に行こうと

いう気持ちがなければどうにもなりませんので、

そういった意味で、ここにあります体験教室で、

向いてるんじゃないかなというような種目等も

いろいろ経験をさせながら、そういった中で選

択をさせて、将来的には競技団体とか、そうい

う指導者の方に預けていくような形ということ

で育成していきたいと考えております。

○日高副委員長 例えばオーディションとか体

力の測定を学校でしますよね。子供っていうの

は伸び代があるんです。どこで伸びるかわから

ない。例えば中学ぐらいで伸びる子と、高校卒

業して伸びる子もいるし、小学校のときに早く

成長して、すごく体力がある子もいる。これは

一概に、１足す１が２のようなものじゃ、多分、

厳しいかなって。それこそ、それなりの目を持っ

ている方がいらっしゃるでしょうし、地域には

スポーツ少年団等もございまして、そこでやら

れてるという方もいると。種目が多岐にわたる

もんですから、例えば、あなたはすぐれてるか

らこの競技をしなさいっていうのは、私は教育

庁としてなかなか大変だと思うんです。その辺

はどうでしょうか。

○古木スポーツ振興課長 今、委員のおっしゃ

るとおりでございまして、子供がどこで伸びる

かという部分もございますので、このオーディ

ションについては、小学校から中学校、高校生

までも対象にしております。ただ、体験、育成

するに当たってのプログラムとしましては、や

はり小学校の間はたくさん経験させるような形

で、できるだけいろいろな種目を選択させる。

中学校ぐらいになりますと、ある程度種目を選

択させていくような形にしまして、高校生にな

りますと、ほとんどここで、発掘プログラムで

乗ってきた生徒というのは、そこから、一から

始めるというのはなかなかですので。今、よく

話題になってますのは種目転向型といいまして、

ある種目をやってるんですけど、非常にそうい

う能力は高いんですけど、ほかの種目に転向し

て一流になると。今、大分県あたりでも、昨年、

このプロジェクトで柔道をやってた女性が、高

校生だったと思いますが、ボートに転向して、

もう今は日本代表になってるというような例も

ございまして、高校生ぐらいになるとそういう
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種目転向ということも視野に入れながら、一律

的にはなかなかうまくいかない部分もあると思

うんですけれども、そのあたり、また立ち上げ

て育成する中で、いろいろな関係者の御意見も

お伺いしながら、本県に独特なというか、そう

いうシステムをつくり上げていきたいなという

ふうに思いますが、また、いろいろ御意見等を

いただけますとありがたいと思っております。

○日高副委員長 提案なんですけれど、多分、

子供は、高校までは指導者で変わるんです。指

導力があるかどうかで変わるし、また、見抜く

力も専門家があります。ですから、教育委員会

としては、そういった競技の指導者との連携を

深めていきながら、こういった子がいる、ああ

いったほうがいいという中で、そういう人たち

の意見を聞きながら、オーディションという言

い方は、スポーツ界では余りしないんですけど、

例えば強化をしていくとか、そういったことを

していけばいいかなと。まず、県内に限らず、

県外の指導者も呼びながら、体育大学等との連

携もありますし、そういったこともしていかれ

るといいかなと思いますんで、よろしくお願い

いたします。

○井本委員 前の議会で、私がカーンアカデミ

ーの話をしましたが、ずっと見とると、タブレッ

トを使った教育が全国的にずっと広がっとると

いう話ですが、我が宮崎もその広がりはあるん

でしょうか。

○川越学校政策課長 昨年度、委員のほうから

のカーンアカデミーの非常に斬新な取り組みの

御意見をいただきまして、教育委員会としても、

さまざまな方角から、それがどの程度可能なの

かどうかということ、また、現在、県教育研修

センターのほうで行われてる内容を踏まえなが

ら、どう活用できるのかということも含めまし

て検討、また研究をしている状況でございます。

ＩＣＴ関係につきましては、高校につきまし

てタブレットが非常に普及をしていっている状

況があります。問題は、そのＩＣＴの中のタブ

レットを、例えばグループ学習であるとか協議

をしながらやるとか、コミュニケーションの能

力を育成するためのものとして使えるという部

分での、どういうふうにして活用するのかとい

う部分については、やはり今から研究していか

なきゃならないというところでありますので、

先ほどの委員がおっしゃったカーンアカデミー

のことも含めまして、鋭意研究をしていこうと

考えているところです。

○井本委員 小学校とか中学校で実際に使って

るところがもう既にあるんじゃないの。宮崎は

ないの。

○永山学校支援監 実際にタブレット等を使っ

て、例えば、私が行った北部の地区におきまし

ては少人数なんですけれども、少人数の中で、

うまくそういうタブレット等の端末を使って授

業をよりよくしていこうというところで活用を

研究しているところもあります。

○川越学校政策課長 ちょっと勘違いしまして、

カーンアカデミーのことかと思いましたのであ

れでしたが。高校につきましてもＩＣＴ、それ

からタブレットにつきましては、全てではあり

ませんけれども、かなりの学校がタブレットを

活用して今、授業等で取り入れているところが

あります。

○重松委員長 ほか、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、以上をもって教育委

員会を終わります。執行部の皆様には御苦労さ

までございました。

暫時休憩いたします。
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午後１時50分休憩

午後１時54分再開

○重松委員長 委員会を再開いたします。

先般の臨時県議会におきまして、私ども７名

が文教警察企業常任委員会委員となったところ

でございます。

私は、このたび委員長に選任されました宮崎

市選出の重松でございます。一言、御挨拶を申

し上げます。

どうか、この１年間、企業局の皆様方と県内

の保有する企業局の有効活用をしっかり図りな

がら、また、いろんな意見を交換してまいりた

いと思いますので、どうぞ、１年間、よろしく

お願いをいたします。

次に、委員の皆様の紹介をいたします。

まず、私の隣が日向市選出の日高副委員長で

ございます。

次に、向かって左側ですが、西臼杵郡選出の

緒嶋委員でございます。

延岡市選出の井本委員でございます。

東諸県郡選出の中野委員でございます。

向かって右側ですが、延岡市選出の田口委員

でございます。

児湯郡選出の図師委員でございます。

次に、書記の紹介をいたします。

正書記の八幡主事でございます。

副書記の西久保主幹でございます。

それでは、局長の御挨拶並びに幹部職員の紹

介並びに所管業務の概要説明等をお願いいたし

ます。

○四本企業局長 企業局長の四本でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

私ども企業局は、地方公営企業ということで、

電気事業を中心に、工業用水道事業、それから

地域振興事業の３つの事業を経営しております。

これまでのところ、おかげさまで３事業とも順

調に推移をしております。

しかしながら、現在、国の電力システム改革

が進められているところでありまして、企業局

を取り巻く環境も大きく変化をしつつあるとこ

ろであります。したがって、企業局としても、

これに的確に対応していく必要があるわけであ

ります。

私ども企業局の目的は、本県の産業経済の振

興と住民の福祉の増進でありますので、この目

的の達成のために職員一丸となりまして、これ

からも頑張ってまいる所存であります。

委員の皆様方には、御指導、御鞭撻を賜りま

すよう、よろしくお願いを申し上げます。

それでは、座って説明をさせていただきます。

まず初めに、局本庁の幹部職員の紹介をさせ

ていただきます。

お手元の委員会資料の１ページをお開きくだ

さい。幹部職員の名簿を載せております。順に

御挨拶させていただきます。

総括副局長の梅原裕二でございます。

技術副局長の満留康裕でございます。

総務課長の沼口晴彦でございます。

経営企画監の森本誠二でございます。

工務課長の新穗伸一でございます。

開発企画監の上石浩でございます。

電気課長の喜田勝彦でございます。

施設管理課長の平松信一でございます。

総合制御課長の新見剛介でございます。

続きまして、副参事兼総務課課長補佐の橋本

文人でございます。

工務課課長補佐の廣前秀一郎でございます。

電気課課長補佐の新穂浩一でございます。

同じく、電気課課長補佐の伊達明紀でござい
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ます。

施設管理課課長補佐の山下正次でございます。

同じく、施設管理課課長補佐の日髙誠でござ

います。

総合制御課課長補佐の田原充生でございます。

最後に、議会担当であります。総務課主幹の

市成典文でございます。

同じく、主査の福留尚仁でございます。

それでは、委員会資料に基づきまして、所管

事業の概要等を説明させていただきます。

○重松委員長 ここで委員の皆さんにお諮りし

たいんですが、本日の日程は２時までとなって

おりますけれども、このまま継続してよろしい

でしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、そのように行います。

それでは、引き続きお願いいたします。

○四本企業局長 それでは、委員会資料に基づ

きまして、所管事業の概要等を説明させていた

だきます。

資料の２ページをお開きください。

平成27年度の組織及び職員数であります。

電力システム改革や発電所の大規模改良工事

など、直面する課題に対し、効率的・効果的な

業務執行を行うため、技術部門を統括する副局

長を新たに設置し、事務を統括する副局長とあ

わせて副局長を２名体制とするなど、ごらんの

とおり、本庁５課１出先機関としており、職員

数は私を含めて116名となっております。

それぞれの主な事務分掌につきましては、３

ページに記載のとおりでありますが、説明は省

略させていただきます。

４ページをお願いいたします。

続きまして、事業概要について御説明いたし

ます。

冒頭申し上げましたように、企業局では、電

気事業、工業用水道事業、地域振興事業の３事

業を実施しております。

まず、企業局の基幹事業であります、電気事

業でございます。

①の沿革でありますが、本県においては、昭

和13年に県営電気建設部として発足して以来、

全国有数の豊富な水資源の活用を県政の重要課

題と位置づけまして、これまでに６つの河川総

合開発事業を実施しております。

河川総合開発事業は、河川管理者が所管する

事業ではありますが、企業局が委託を受けて実

施したものであり、これらの事業を通じて電力

の安定供給や下流域市町村の水害防止、かんが

い用水の確保など、県の農業振興や地域の発展

に貢献しているところでございます。

②の事業の規模でありますが、現在、発電所

は13カ所ありまして、その最大出力の合計は15

万8,035キロワット、全国26の公営電気事業者の

中で３番目の規模であります。発電した電力は

全て九州電力へ供給をしております。

発電所の一覧につきましては、下の表のとお

りでございます。

なお、この全ての発電所は、企業局庁舎８階

にございます総合制御課で集中監視制御を行っ

ておりまして、右のページの上の写真になりま

すが、昨年度末に、この監視制御システムの一

括更新が完了し、災害対応機能やシステム機能

が強化をされたところであります。

次に、③に、今年度の年間供給電力量等の見

込みを示しております。

九州電力に卸売する年間供給電力量は５億297

万2,000キロワットアワーとしており、これは、

県内の一般家庭が年間に消費する電力量の約30

％に相当する量であります。
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また、電力料は43億5,770万円余を見込んでお

ります。

次に、（２）の緑のダム造成事業ですが、この

事業は、平成18年度から安定的な電力の供給に

資することを目的として実施しております。

内容といたしましては、企業局が発電事業を

行うダムの上流域を対象に、未植栽地を取得し

まして、広葉樹を中心とした水源涵養機能の高

い森林として整備をしているところであります。

昨年度までに422.2ヘクタールを購入し、その

うち166.01ヘクタールに植林を実施していると

ころであります。

次に、（３）の新エネルギーへの取り組みであ

ります。

①の太陽光発電設備につきましては、工業用

水道施設の配水池など４カ所に、20キロワット

から90キロワットの設備を設置しております。

また、②のマイクロ水力発電設備につきまし

ては、出力35キロワットの祝子第二発電所を建

設しておりますほか、日之影町の下小原地区に

５キロワット、西米良村の「川の駅百菜屋」に

１キロワットの発電設備を設置しております。

次に、６ページをお願いいたします。

工業用水道事業であります。

（１）の事業の概要でありますが、工業用水

道事業は、日向市の細島工業団地に工業用水を

供給する目的で、昭和39年10月から給水を開始

しております。

その給水能力は、日量12万5,000立方メートル

となっておりまして、現在、旭化成株式会社な

ど14社に給水を行っているところであります。

なお、工業用水道施設につきましても、発電

所と同様に、企業局庁舎から監視制御を行って

おります。

（２）に企業別の契約水量をお示ししており

ますが、14社の契約水量の合計は、日量９万8,908

立方メートルとなっております。

（３）の給水料金でありますが、基本料金は

１立方メートル当たり10.4円で、これは、全国

平均の22.6円と比べて低廉な料金となっており

ます。

７ページをごらんいただきたいと思います。

施設の概要を掲載しております。

上のほうの地図でありますが、左端の耳川か

ら取水をいたしまして、総延長9.3キロメートル

の送水管、この青い線でございますが、これを

使って、右側の細島工業団地の近くにあります

配水池に送水し、ここから各企業に工業用水を

供給しております。

また、下の写真の左側でございますが、日向

市東郷町にある北部管理事務所の浄水場であり、

右側の写真は、日向市亀崎地区にある配水池の

写真であります。

次に、８ページをお願いいたします。

地域振興事業であります。

（１）の事業の概要でありますが、電気事業

の地域還元事業として、一ツ瀬川の河川敷にゴ

ルフ場などを整備したもので、低廉な価格でサ

ービスを提供することにより、地域振興と県民

福祉の向上に寄与しているところであります。

平成２年11月から営業を開始いたしまして、

利用者数は累計で100万人を超え、今年度は開

業25周年を迎えることとなります。

後ほど御説明いたしますが、今年度は記念事

業なども企画しており、事業を通じたさらなる

利用促進を図ってまいりたいと考えております。

（２）の施設の管理運営につきましては、平

成18年度に指定管理者制度を導入いたしまして、

現在は、一般財団法人一ツ瀬川県民スポーツセ

ンターが指定管理者として管理運営を行ってい
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るところであります。

参考といたしまして、ゴルフ場の利用料金表

をお示ししておりますが、さまざまな割引制度

を設けるなど、県民の皆様が利用しやすい料金

設定となっております。

その下には、施設の概要を掲載しております。

ゴルフコースはパブリックの18ホールとなって

おります。

９ページをごらんください。

企業局の施設の位置図を掲載しております。

電気事業の関係では、赤色の文字で表示をし

ておりますが、県の北部を流れます祝子川に４

カ所、県の中央部を流れます小丸川に２カ所、

三財川に２カ所、綾北川に３カ所、そして県の

西部を流れます岩瀬川に２カ所の合計13カ所の

発電所がございます。

工業用水道事業の関係では、水色の文字で表

示をしておりますが、日向市東郷町に北部管理

事務所工業用水道浄水場がございます。

地域振興事業の関係では、緑色の文字で表示

をしておりますが、新富町に一ツ瀬川県民スポ

ーツレクリエーション施設がございます。

次に、10ページをお開きください。

平成27年度宮崎県公営企業会計当初予算であ

ります。

予算のポイントにつきまして、３点掲げてお

ります。

１点目は、電力システム改革に備える取り組

みの推進であります。これは、国において進め

られている電力システム改革の進展に備え、水

車発電機等の発電設備や変電設備等の改良によ

る電力の安定供給に資する取り組みを推進する

ものであります。

２点目は、再生可能エネルギーの開発・導入

として、治水ダムの活用による小水力発電の開

発や新たな開発地点の調査など、再生可能エネ

ルギーの開発・導入に向けた取り組みを推進す

るものであります。

３点目は、地域貢献に資する取り組みの推進

として、本県産業経済の振興と住民福祉の増進

という企業局設置の理念に基づく地域貢献に資

する取り組みを推進するものであります。

主な事業につきましては、後ほど説明をいた

します。

次に、11ページをごらんください。

予算の概要であります。

（１）の電気事業であります。

今年度の業務の予定量といたしましては、５

億297万2,000キロワットアワーの供給電力量を

予定しておりまして、その結果、収支残は、黒

い太枠で囲んでいるところでありますが、３

億2,585万8,000円としております。

（２）の工業用水道事業であります。

今年度の業務の予定量としましては、4,123

万2,828立方メートルの総給水量を予定しており

まして、その結果、収支残は、390万1,000円と

しております。

（３）の地域振興事業であります。

今年度の業務の予定量といたしましては、３

万3,500人の施設利用者数を予定しておりまし

て、その結果、収支残は、317万1,000円として

おります。

資料の12ページから17ページにつきましては、

事業会計別の予算の内容でありますが、説明は

省略をさせていただきます。

資料の18ページをお願いいたします。

主な新規・重点事業であります。

新規事業「電気ダム諸量演算装置整備事業」

であります。

諸量演算装置とは、ダムへの流入量やダムか
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らの放流量を計算する装置でありますが、設置

後20年以上が経過をしているため、最新の機器

を導入するものであります。予算額は１億9,528

万6,000円で、事業箇所は企業局が直接管理して

おります古賀根橋ダムと寒川ダムの２カ所を予

定しており、事業効果として、ダム放流業務の

信頼性の向上が図られるものであります。

19ページをごらんいただきたいと思います。

新規事業「渡川発電所大規模改良事業」であ

ります。

渡川発電所は昭和30年の運用開始から60年を

経過しており、図の発電機や水車等の主要機器

などに老朽化が見られることから、最新の機器

を導入するものであります。

平成27年度の予算額は１億4,664万6,000円で、

事業期間は27年度から32年度までを予定してお

り、本年度は取りつけ道路工事と発電設備一括

更新工事の基本設計を行うものであります。事

業効果として、発電所の総合的な運転信頼性の

向上と発生電力量の増加が見込まれるものであ

ります。

20ページをお願いいたします。

「企業局再生可能エネルギー導入事業」であ

ります。

昨年度に引き続き、再生可能エネルギーの有

効活用を図るため、小水力発電等の導入に取り

組むものであります。

まず、日南ダム発電所建設工事につきまして

は、予算額６億6,877万8,000円で、事業内容は、

県内の治水ダムでは初の取り組みとして、日南

ダムに小水力発電所を建設するものであり、今

年度末の完成を予定しております。

次に、小水力発電導入可能性調査につきまし

ては、予算額1,922万8,000円で、事業内容は、

治水ダムなど小水力発電の導入の可能性のある

地点について調査するとともに、市町村等の導

入に向けた調査等の支援を行うものであります。

事業効果として、これまで未利用だった再生可

能エネルギーの有効活用や導入促進が図られる

ものであります。

21ページをごらんください。

上段の新規事業「企業局施設活用促進・ＰＲ

事業」であります。

局施設の一般開放による県民の利用を促進す

るとともに、広く企業局の事業をアピールする

もので、予算額は500万円であります。事業内容

は、①の県電ホール・ギャラリーに、新たに舞

台やピアノ等を整備することにより、会議だけ

でなく、コンサートなどでの利用拡大を図ると

ともに、②の元気チャージ！若者世代ゴルフ交

流推進事業として、20代ゴルファーの交流事業

を通じて、若者世代のゴルフ人口の増加とゴル

フ場の利用拡大等を図るものであります。

下段の新規事業「一ツ瀬川県民ゴルフ場開業25

周年記念事業」であります。

一ツ瀬川県民ゴルフ場が平成２年11月の開業

から25周年を迎えるため、日ごろの利用に感謝

するための記念事業を行うもので、予算額は101

万7,000円であります。事業内容は、親子ゴルフ

コンペなどの記念コンペを予定しております。

22ページをお開きください。

その他主要事業といたしまして、祝子発電所

水車発電機更新工事・精密点検工事12億5,988

万8,000円、水力発電所等施設の整備９億5,739

万6,000円、緑のダム造成事業１億755万9,000円、

試験研究機関連携推進事業900万円を計上してお

ります。

最後に、参考といたしまして、知事部局等へ

の経費支出予定額を記載しておりますが、合計

で15億6,184万3,000円と、前年度とほぼ同額を
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支出することとしております。

以上で説明を終わりますが、私ども企業局と

いたしましては、経営の効率化と経費の節減に

努め、引き続き、健全経営を維持しながら、公

共の福祉の増進に寄与してまいりたいと考えて

おります。

○重松委員長 執行部の説明が終わりましたが、

委員の皆様から質疑はございませんか。

○井本委員 九電に売ってるのは、今、売り値

はどのくらいですか。

○森本経営企画監 現在、九州電力への売電の

総額でよろしいでしょうか。

○井本委員 １キロワット当たり。

○森本経営企画監 単価でございますね。キロ

ワットアワー当たり８円２銭ということになっ

ております。ただ、これは換算単価でございま

すので、その単価で売ってるわけではございま

せん。

○井本委員 今、治水ダムの活用ということで、

沖田ダムなんかが調査をする可能性があるのか

な。

○新穗工務課長 県内に５つほど治水ダムとい

うのがございますけれども、今、日南ダムのほ

うで建設を進めておりますが、順次検討はして

いきたいと考えておりますけれども、今のとこ

ろ沖田ダムあたりは非常に流入量が少ないとい

うので厳しいかなと思っております。

○井本委員 知事部局のほうにも随分お金を出

してますけど、実際、内部留保としては、今ど

のくらいある。

○沼口総務課長 運用をしてる資金のほうから

説明をさせていただきたいと思いますが、定期

預金で大体70億、それと債権関係、これは国債

とか政府保証債が大体150億、合わせまして220

億ぐらいの運用資金がございます。これに九電

の株が約380万株ございまして、時価で評価しま

すと１株が1,000円を超えておりますので、40億

ちょっと超えるんじゃないのかなと。そういっ

たもろもろを足しますと、300億には届きません

が、かなりの額の内部留保があるというような

ことで考えております。

○緒嶋委員 将来的にも売電価格が自由化され

ることによって、競争が激しくなるというから、

かなり厳しくなるんじゃないかな。そのあたり

の将来の展望というか、想定をいろいろ考えて

おられるんかどうか。

○四本企業局長 委員、御指摘のとおり、電力

システム改革の進展に伴いまして電力の自由化

ということが進められつつありまして、今後、

まず一つは、今、九電に売っておりますけれど

も、これがもう九電に限らず、新電力を含めた

ところに入札ということで売っていくというこ

とに形が変わります。それから、その際の価格

も、高く買ってもらえるのか、あるいは、ひょっ

としたら低くなるかというところでございます

が、これは、まだ不確定要素といいますか、例

えば、九電が今、原子力発電所の再稼働を計画

をしておりますけれども、これが計画どおりに、

九電なり、ほかの電力会社の原子力発電所が再

稼働ということになれば、電力が余ってといい

ますか、そうすると、価格としては安くなって

しまうおそれもあります。また、再稼働が進ま

ないとすると、九州電力は今、赤字を抱えてお

りますが、これがますます厳しい状況になって、

ますますあんまりいい値では買う余裕がなく

なってしまうかもしれない。そういうところで、

非常に今、この電気事業というのがどうなるの

か。ここ２～３年は様子を見ないと何とも言え

ないのかなというところが正直なところでござ

います。
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○緒嶋委員 その売電交渉は毎年やるのか、何

年置きかにやるのか。システムはどうなっとる

わけですか。

○森本経営企画監 今までやってきましたシス

テムでは、２年ごとに売電交渉を行っておりま

す。今までどおりでやれば、ことし、売電交渉

を行う予定ということになっております。

○緒嶋委員 その中で、渇水なんかで発電量が

少なくなっても、ある程度補償するみたいなシ

ステムであったわけですが、そのあたりも今度

の売電交渉の中で、向こうは向こうで九電はい

ろいろ考えて、自分の会社のことを考えれば、

そういう条件を相当また厳しくするんじゃない

かと思うんですけど、そのあたりはどうですか。

○森本経営企画監 おっしゃるとおりでござい

まして、ことしの交渉の中で、これまでどおり

の二部料金といいますか、基本料金が大きくな

るというようなことになるのか、あるいはその

辺のところがちょっと弱くなってくるのか。そ

の辺のところ、今後、九州電力と協議いたしま

して決めていくというようなことで考えておる

ところでございます。

○緒嶋委員 これは労使交渉じゃないけれど、

九電とそういうやりとりの中で、これは宮崎県

民の一つの大きな財産でもあるわけですので、

やはり今までの形の中で、経営としてはできる

だけ売電価格が高く売ったほうがいいわけです

から、努力を最大限やってほしいということを

要望しておきます。

○中野委員 ５ページ、新エネルギーへの取り

組み、この太陽光発電の設備ですけど、平成22

年、26年、いろいろ単価も違うと思うんですけ

ど、この太陽光発電の分の収支、減価償却後は

どうなってますか。それと、減価償却はいつで

終わるか。

○新穗工務課長 太陽光につきましては、工業

用水道の配水池につけたもの、それからスポー

ツレクリエーション施設につけたもの……、ト

ータルですか。それぞれ違うんで、なかなかト

ータルで申し上げにくいんですけれども、基本

的には17年で減価償却しますので、17年でもと

をとる計算にはなります。

○中野委員 単年度収支はどうなんですか。

○新穗工務課長 さっきの話に戻りますけれど

も、単年度収支は、上の２つは自家消費タイプ

なので収支というのは余りないというか。下の

２つは売電専用でつくりまして、こちらのほう

は大きな利益は出ませんけれども、大体とんと

んでいけるぐらいではないかなと。

○井本委員 売電価格は民間の太陽光発電と同

じ値段なんですか。

○新穗工務課長 固定買取制度ですので、39円

弱ですか。これで売ってます。

○井本委員 そうすると、通常の需要と供給やっ

たら８円何ぼしかないのを、38円か39円で買い

取ってもらうと。この差はどこが負担しちょる

わけですか。

○新穗工務課長 例えば、今言いました38円で

九電が買い取りますと。九電の電気は、例えば、

自分で発電すれば８円ぐらいの原価でできると

すれば、残りの30円は誰かが負担をしないとい

けないということになるわけですけれども、こ

れがいわゆる再生エネルギー賦課金というもの

で、一般家庭の電気料金に別書きで再エネ賦課

金というのが出てると思いますが、ああいう形

で電気の消費者から全部集めて、それを電力会

社に精算をするという仕組みになっております。

○井本委員 国は、そのエネルギーを20％ぐら

いでとめるという計画だよね。それぐらいまで

ずっと上げていくと、我々が負担しないといか
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んお金っていうのは、どのくらいまでになるか、

わかりますか。

○四本企業局長 具体的な数字はちょっと持ち

合わせておりませんが、もともと固定買取制度

といいますのは、再生可能エネルギーを早期に

導入をするということで、最初は高い単価を決

めて、そして20年はその単価で買い取るという

ことを約束をすると。ただ、その単価というの

はどんどん下げていくということによって、こ

れは最初からどんどんそれをやろうという機運

をやらせて、結果として、太陽光とか、わっと

ふえてきたわけですが。おっしゃるとおり、非

常に高い電気になりますので、相当といいます

か、一定額の国民の負担ということになると思

います。

ただ、さっき申し上げましたように、例えば

原子力発電所が再稼働するとかいうことになる

と、全体としては、ある程度、価格的にも落ち

てくるといいますか、そこの高い部分を吸収す

ることにもなると思いますから、ずっと全体的

なところを見た上でないと数字としてはなかな

か難しいかと思います。

○新穗工務課長 先日の新聞記事でございます

けれども、再生エネルギーが22ないし24％になっ

た場合は、年間、約4,700億円の負担になるとい

うふうな記事が出ております。

○井本委員 最初はドイツに見習えということ

でやってたんだけど、このごろはドイツは、こ

れはやっぱりいかんわと言って、もうやめ始め

たという話を聞くんだけど、それは本当なんだ

ろうか。

○四本企業局長 ドイツも少し行き詰まってい

るという話は聞いておりますが。ドイツという

のは、ヨーロッパの中の一つでございまして、

隣のフランスとかに、余ったら隣に売る、足り

んときは隣から持ってくるという融通ができる

ので、ある程度、その中でうまくいってるとい

う部分もあるように聞いておりますが、日本は

ちょっとそれができませんので、より問題は深

刻かなと思います。

○中野委員 先ほど、太陽光発電、とんとんだ

という話だったけれど、私の身内が太陽光発電

を1,500～1,600万で買って、月に利益が７～８

万という話。民間がつけとって、みんな収入が

あるとやけど、よっぽど設備がかかったのか。

とんとんじゃ意味がない。

○新穗工務課長 確かに、おっしゃるとおり、

民間の方でもどんどんつけられますので採算が

合うんだと思いますけれども、うちがつけた設

備につきましては、かなり堅牢な土台とかそう

いうことをやったもんですから、ちょっと高目

になったということで、採算的にはそんなにも

うかるというものではなくなってしまったとい

うことです。

○重松委員長 ほかにはございませんか。よろ

しいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、以上をもって企業局

を終わります。執行部の皆さん、大変御苦労さ

までございました。

暫時休憩いたします。

午後２時28分休憩

午後２時30分再開

○重松委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

５月19日に行われました委員長会議の内容に

ついて御報告いたします。

委員長会議において、お手元に配付の委員長

会議確認事項のとおり、委員会運営に当たって
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留意事項等を確認いたしました。

時間の都合もありますので、主な事項につい

てのみ御説明いたします。

まず、１ページをお開きください。

（５）の閉会中の常任委員会についてであり

ます。定例会と定例会の間に原則として１回以

上開催し、また、必要がある場合には適宜、委

員会を開催するという内容であります。

次に、２ページをお開きください。

（７）の執行部への資料要求につきましては、

委員から要求があった場合、委員長が委員会に

諮った後、委員長から要求するという内容であ

ります。

（８）の常任委員長報告の修正申し入れ及び

署名についてであります。本会議で報告する委

員長報告について、委員会でその内容を委員長

一任と決定した場合、各委員が修正等の申し入

れを行う場合は委員長へ直接行うこと、報告の

署名は委員長のみが行うこととするものであり

ます。

（９）のマスコミ取材につきましては、取材

は、原則として採決等委員協議を含めて記者席

で行わせるという内容でありまして、議会基本

条例にも規定してありますように、委員会は採

決等も含め、原則公開となっております。

次に、３ページをお開きください。

（12）の調査等につきましては、ア県内調査、

イ県外調査、ウ国等への陳情と分かれておりま

す。

まず、アの県内調査についてでありますが、

４点ございます。

１点目は、県民との意見交換を活発にするた

め、常任委員会の県内調査において、県民との

意見交換を積極的に行うというものです。

２点目は、調査中の陳情・要望等については、

事情聴取の性格を持つものであり、後日、回答

する旨等の約束はしないというものであります。

３点目は、委員会による調査でありますので、

単独行動による発着はできる限り避けるという

ものであります。

４点目は、特に必要がある場合には、県内調

査ではありますが、日程及び予算の範囲内で隣

県を調査できるというものであります。

なお、日程等につきましては、表のとおりで

ありますが、常任委員会については、県民との

意見交換を積極的に行うことや、調査テーマや

調査先の関係等により、行程上、１泊２日での

実施が困難な場合を考慮し、２泊３日も可となっ

ております。

次に、イの県外調査についてであります。

節度ある調査を行うために、休祝日、定例会

中、調査先の議会中及び災害時の発着や単独行

動を避けることを確認するものであります。

その他の事項につきましても、目を通してい

ただきたいと思います。

なお、委員長会議確認事項への記載はありま

せんが、会議冒頭に議長から、「議会基本条例の

趣旨を踏まえ、特に委員会においては、議員間

討議を積極的に取り入れることにより、県民の

方にもわかりやすい運営に努めることも必要」

との発言がありました。今後の委員会運営にお

いては、そのような点にも留意しながら行って

まいりたいと思いますので、皆様には、確認事

項等に基づき、委員会の運営が円滑に進むよう

御協力をお願いいたします。

確認事項について、何か御意見はありません

か。

○緒嶋委員 委員会の構造とか活動が見えない

というのを、マスコミがいつも言うわけです。

マスコミに県庁の一部を貸してるわけだから、
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本会議だけが議会じゃないわけだから、マスコ

ミも、特に宮日なんかは、５つの委員会なら５

人の記者が来て、それぞれ委員会の状況を県民

に知らせるというのもマスコミの責任じゃない

かと思うんですが。そうでないと、県議会の活

動が見えんとかいうけど、皆さん方がいろいろ、

それぞれの委員会でどういうことをやっちょる

かということを報告する機会がなかなかないわ

けだから、マスコミの責任というのをちょっと

考えてもらうということは委員長会なんかで、

これは幹事長会とかでもじゃが、そうせんと、

我々の活動というのが県民に向かって、県議会

は何しちょると、ということにもなるから、そ

こら辺を検討する必要があるんじゃないかなと

思うんです。委員会は、県民に知らせる手法が

ないわけです。そこも、やっぱり今後、検討し

ないといかんのじゃないかと思うんです。

○重松委員長 マスコミの責任ということです

ね。

ほかはございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、ただいまの御意見に

つきましては、次回の委員長会議におつなぎを

いたします。

次に、お手元の委員会調査など、活動計画案

については、お手元に配付の資料のとおりであ

ります。

活動計画（案）にありますとおり、県内調査

を７月に、県外調査を８月に実施する予定であ

りますが、日程の都合もありますので、調査先

についてあらかじめ皆様から御意見を伺いたい

と思います。

参考までに、お手元に資料として、平成27年

度文教警察企業常任委員会県内調査先案、常任

委員会視察の実施状況（県内、県外）を配付い

たしております。

調査先等につきまして、何か御意見、御要望

等がありましたらお出しいただきたいと思いま

す。

暫時休憩いたします。

午後２時36分休憩

午後２時44分再開

○重松委員長 委員会を再開いたします。

県内調査及び県外調査の日程、調査先等につ

きましては、ただいまの御意見を参考にしなが

ら、正副委員長に御一任いただくということで

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、そのようにさせてい

ただきます。

そのほか、何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 ほかに何もないようでしたら、

本日の委員会を終了したいと思いますが、よろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、以上をもって本日の

委員会を終わります。

午後２時44分閉会


